
【
平
成
8
年
度
】

8-
14
4　
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ

平
成
7
年
10
月
30
日

大
蔵
省
主
計
局

【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

Ⅰ
 ．
財
政
政
策
が
果
た
し
て
き
た
役
割
と
財
政
健
全
化
の
必
要
性

1
．
財
政
の
現
状
に
つ
い
て
の
評
価
に
つ
い
て

○
 　
日
本
の
財
政
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
。
こ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
傾
向
的
な

も
の
で
あ
り
、
財
政
の
健
全
化
は
必
要
。

○
 　
日
本
の
財
政
赤
字
は
主
と
し
て
循
環
的
な
景
気
低
迷
に
起
因
し
て
お
り
、
こ
の
要
因
を

除
け
ば
、
日
本
の
財
政
は
依
然
主
要
国
の
中
で
最
も
よ
い
状
態
。

 
（
三
和
総
研
理
事
長
・
原
田
和
明
氏
）

○
 　
国
・
地
方
の
構
造
的
財
政
収
支
（
IM
F・
ワ
ー
ル
ド
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
（
95

年
5
月
））

　
IM
F等
の
国
際
機
関
が
公
表
し
て
い
る
構
造
的
財
政
収
支
の
数
値
は
19
94
年
以
降
G
5

の
中
で
最
悪
。

○
　
構
造
的
な
財
政
状
況
に
係
る
諸
指
標
の
推
移

年
　
度

［
19
75
］

［
19
95
］

・
GD
P（
名
目
）

15
2.4
兆

49
2.8
兆

・
公
債
残
高
（
国
債
、
地
方
債
）

26
.3兆

30
8.1
兆

　（
GD
P比
）

17
.3％

⇒
62
.5％

（
＋
45
.2）

・
利
払
費
（
GD
P比
）

1.2
％

⇒
3.7
％（
93
’）

　［
一
般
政
府
］

（
＋
2.5
）

・
高
齢
者
の
割
合

13
.1％

⇒
23
.2％

（
65
歳
以
上
人
口
/2
0～
64
歳
人
口
）

（
＋
10
.1）

・
社
会
保
障
移
転
（
GD
P比
）

7.8
％

⇒
12
.3％
（
93
’）

　［
一
般
政
府
］

（
＋
4.5
）

・
税
収
（
国
税
、
地
方
税
）

22
.7兆

91
.1兆

　（
GD
P比
）

14
.9％

⇒
18
.5％

（
＋
3.6
）

注
 ）
75
年
度
の
数
字
は
全
て
実
績
。
95
年
度
の
GD
Pと
公
債
残
高
は
見
込
み
、
税
収
は

当
初
予
算
、
利
払
費
と
社
会
保
障
移
転
は
93
年
度
の
実
績
の
数
字
。
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平成 8年度　　489
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

2
．
不
況
対
策
と
し
て
の
財
政
政
策
の
評
価
に
つ
い
て

○
 　
ケ
イ
ン
ジ
ア
ン
的
な
立
場
か
ら
言
え
ば
、
今
の
よ
う
な
景
気
後
退
期
に
は
積
極
財
政

を
指
向
し
、
景
気
の
底
割
れ
の
防
止
も
し
く
は
引
き
上
げ
を
図
る
べ
き
。
一
方
、
景
気

拡
大
期
に
は
む
し
ろ
思
い
切
っ
た
抑
制
運
営
を
す
べ
き
で
あ
り
、
自
然
増
収
も
思
い

切
っ
て
財
政
再
建
に
注
入
す
べ
き
。

○
 　
借
金
を
し
て
景
気
対
策
を
行
い
、
景
気
回
復
す
れ
ば
増
収
が
出
る
。
し
か
し
、
増
収

分
を
借
金
の
返
済
に
充
て
て
も
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
赤
字
は
残
る
。
そ
の
わ
ず
か
の

累
積
が
現
在
の
国
債
残
高
が
20
0兆
円
を
超
え
る
と
い
う
状
況
を
も
た
ら
し
た
。「
拡
大

均
衡
」
と
い
う
が
、
現
実
に
は
「
拡
大
不
均
衡
」
で
あ
る
。

○
 　
景
気
の
拡
大
期
に
は
緊
縮
的
な
財
政
政
策
を
採
る
こ
と
よ
り
、
財
政
は
多
年
度
で
み
て
、

均
衡
す
れ
ば
よ
い
。

○
 　
IM
F・
カ
ム
ド
シ
ュ
専
務
理
事
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト（
95
.9
.20
）

　「
景
気
回
復
が
確
保
さ
れ
次
第
、
財
政
の
健
全
性
を
回
復
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。」

○
 　
財
制
審
「
平
成
4
年
度
予
算
の
編
成
に
関
す
る
建
議
」（
3.1
2.2
0）

　「
こ
こ
数
年
大
幅
な
税
収
増
を
も
た
ら
し
て
き
た
経
済
的
諸
要
因
が
流
れ
を
変
え
、
今
後
は

従
前
の
よ
う
な
税
収
増
を
期
待
し
難
い
。
税
収
の
鈍
化
を
単
に
一
時
的
な
も
の
と
み
て
歳

入
・
歳
出
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
厳
し
い
抑
制
を
怠
れ
ば
、
継
続
的
に
大
幅
な
財
政
赤
字
を
も
た
ら

す
こ
と
と
な
る
。」

○
 　
米
国
で
19
80
年
代
初
頭
に
行
わ
れ
た
レ
ー
ガ
ン
減
税
は
、
経
済
成
長
の
加
速
に
伴
う
税

収
増
を
期
待
し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
期
待
し
た
程
の
成
長
は
達
成
さ
れ
ず
、
大
幅
な
財
政

赤
字
を
記
録
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
ま
で
及
ぶ
大
き
な
問
題
を
米
国
経
済
に
残
す
こ

と
と
な
っ
た
。



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 レ
ー
ガ
ン
政
権
発
足
当
初
に
お
け
る
財
政
収
支
見
通
し
と
実
績
と
の
差
異

0

2,0
00

4,0
00

6,0
00

8,0
00

10
,00
0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

＋
17
0

＋
40
9

＋
79
7

＋
93
3
＋
1,1
17

＋
95
3

0

2,0
00

4,0
00

6,0
00

8,0
00

10
,00
0

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

（
年
）

（
年
）

（
年
）

歳
入
見
通
し

歳
入
実
績

歳
出
見
通
し

歳
出
実
績

▲
63

▲
44
6
▲
1,0
52

▲
92
6
▲
1,0
64

▲
1,5
46

－
50
00

50
0

1,0
00

1,5
00

2,0
00

2,5
00

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

財
政
収
支
見
通
し

財
政
収
支
実
績

23
3
85
5

1,8
49

1,8
58

2,1
81

2,4
99実
績

見
通
し

＜
歳
出
増
＞

＜
歳
入
の
伸
び
悩
み
＞

見
通
し
と
実
績
と
の
差

見
通
し
と
実
績
と
の
差

＜
財
政
収
支
の
急
激
な
悪
化
＞

（
億
ド
ル
）

（
億
ド
ル
）

（
億
ド
ル
）

赤 字 ↑　 ↓ 黒 字
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平成 8年度　　491
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

〔
注
〕 　
出
所
（
財
政
制
度
審
議
会
基
本
問
題
小
委
員
会
（
第
3
回
）　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
配
付
資
料

（
1
）「
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ
　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
大
蔵
省
主
計
局
」
77
ペ
ー
ジ
）
に
掲
載

の
図
表
に
お
け
る
値
が
不
鮮
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
図
表
の
主
旨
を
基
に
以
下
に
よ
り
編
者
作

成
。 見
通
し
：
 
 経
済
企
画
庁
『
年
次
世
界
経
済
白
書
』（
昭
和
62
年
版
（
19
87
）（
ht
tp
://
w
w
w
5.

ca
o.g
o.j
p/
ke
iz
ai
3
/s
ek
ai
ke
iz
ai
w
p/
in
de
x.
ht
m
l）
, 「
第
2
-
3
-
3
表
」

実
績
：
 
 W
hi
te
 H
ou
se
, O
ffi
ce
 o
f 
M
an
ag
em
en
t 
an
d 
Bu
dg
et
, H
ist
or
ic
al
 T
ab
le
s

（
ht
tp
s:/
/w
w
w
.w
hi
te
ho
us
e.g
ov
/o
m
b/
hi
st
or
ic
al
-ta
bl
es
/）
, 
“T
ab
le
 
1.1
-

Su
m
m
ar
y 
of
 R
ec
ei
pt
s, 
O
ut
la
ys
, 
an
d 
Su
rp
lu
se
s 
or
 D
ef
ic
its
 (
-): 
17
89
-

20
23
”

○
 　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
等
が
指
摘
す
る
財
政
政
策
の
非
対
称
性
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
ブ
キ
ャ
ナ
ン
と
ワ
グ
ナ
ー
は
、「
ケ
イ
ン
ズ
的
財
政
政
策
は
、
不
況
期
に
は
財
政
支
出
を

増
や
し
、
景
気
過
熱
時
に
は
引
き
締
め
る
こ
と
が
建
前
で
あ
る
が
、
議
会
制
民
主
主
義
の

も
と
で
は
、
財
政
政
策
の
対
称
性
が
失
わ
れ
、
拡
張
的
な
政
策
ば
か
り
採
用
さ
れ
る
傾
向

が
強
い
。
そ
の
結
果
、
公
共
部
門
が
必
要
以
上
に
肥
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ケ
イ
ン
ズ

理
論
は
現
実
の
政
治
経
済
学
と
し
て
は
有
害
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
現
在
の
状
況
が
昭
和
50
年
代
と
違
う
点
は
、
公
債
残
高
が
累
増
し
て
い
る
こ
と
、
高

齢
化
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
2
つ
の
要
因
が
あ
る
。
第
1
に
、
冷
戦
が

終
了
し
、
20
億
人
も
の
人
が
市
場
経
済
に
流
入
し
て
お
り
、
需
要
構
造
・
供
給
構
造
が

変
化
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
途
上
国
で
労
働
集
約
的
な
産
業
が
担
わ
れ
る
よ

う
に
な
れ
ば
、
財
政
を
通
じ
て
需
要
面
か
ら
経
済
対
策
を
打
ち
出
す
こ
と
の
難
し
さ
は

増
大
す
る
。
第
2
に
、
変
動
相
場
制
、
国
際
間
の
資
本
移
動
の
自
由
化
に
よ
り
財
政
政

策
の
需
要
喚
起
効
果
は
落
ち
て
き
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

○
 　
公
共
投
資
の
拡
大
等
財
政
政
策
に
は
一
定
の
景
気
拡
大
効
果
は
あ
る
も
の
の
、
生
産

力
過
剰
の
現
在
で
は
、
民
間
投
資
の
呼
び
水
と
し
て
の
効
果
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
。

○
 　
財
政
の
構
造
改
革
自
体
が
景
気
刺
激
策
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
金
を
新
た
に
出
さ
な

く
て
も
、
他
の
政
策
と
整
合
性
を
と
っ
て
、
経
済
成
長
、
規
制
緩
和
の
流
れ
の
中
で
財

政
の
構
造
改
革
を
進
め
て
い
く
べ
き
。

○
 　
わ
が
国
ほ
ど
、
景
気
が
悪
い
と
き
に
民
間
か
ら
政
府
に
財
政
の
出
動
を
求
め
る
国
は

な
い
の
で
は
な
い
か
。
財
政
の
放
漫
化
の
最
大
の
原
因
は
そ
こ
に
あ
る
。
一
方
で
「
小

さ
な
政
府
」
を
主
張
し
な
が
ら
、「
大
き
な
政
府
」
を
求
め
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
。

○
 　
公
共
投
資
乗
数
の
推
移
（
経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
モ
デ
ル
）（
名
目
、
初
年
度
）

パ
イ
ロ
ッ
ト
モ
デ
ル
SP
-1
8（
74
.12
）
第
2
次
世
界
経
済
モ
デ
ル
（
85
.3
）
第
5
次
世
界
経
済
モ
デ
ル
（
94
.12
）

2.2
7

1.4
7

1.3
2

（
推
計
期
間
）［
57
～
71
年
］

［
66
Ⅰ
～
82
Ⅰ
］

［
83
Ⅰ
～
92
Ⅳ
］

⇨
⇨

3
．
今
後
財
政
政
策
に
期
待
さ
れ
る
役
割

○
 　
財
政
政
策
の
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
資
源
再
配
分
で
あ
り
、
日
本
経
済
の
構
造

変
革
に
対
応
し
た
社
会
資
本
の
形
成
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
様
々
な
社
会

資
本
間
で
優
先
順
位
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
コ
ス
ト
・
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
・
ア
ナ

リ
シ
ス
の
方
途
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
つ
い
て
の
優
先
順
位

　
（
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
（
財
制
審
、
平
成
5
年
11
月
26
日
）
よ
り
）

　
A
：
 生
活
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
集
中
的
に
投
資
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
。

　
B
：
 国
土
保
全
に
つ
い
て
は
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
着
実
に
実
施
し
て
い
く
べ
き
。

　
C
：
 産
業
基
盤
整
備
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
、
重
点
的
か
つ
抑
制
気
味
に
扱
う
べ
き
。

○
　
公
共
投
資
基
本
計
画
（
6
.10
.7
閣
議
了
解
）（
抜
粋
）

　
 　「
高
齢
化
が
本
格
化
す
る
21
世
紀
を
控
え
、
人
口
構
成
が
若
く
、
経
済
に
活
力
の
あ
る
間

に
社
会
資
本
整
備
を
一
層
促
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本
計
画
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、

財
政
の
健
全
性
を
確
保
し
つ
つ
、
積
極
的
な
計
画
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。」
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平成 8年度　　493
【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

○
 　
財
政
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
構
造
改
革
の
過
程
で
は
補
完
的
な
も
の
に
と
ど
め
る
べ

き
。
財
政
政
策
の
役
割
に
は
限
界
が
あ
り
、
家
計
や
民
間
企
業
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ

を
高
め
る
こ
と
が
重
要
。
そ
の
意
味
で
規
制
緩
和
が
最
優
先
さ
れ
る
べ
き
。
ま
た
、
歳

出
は
、
将
来
に
向
け
て
必
要
な
基
盤
と
な
る
も
の
に
絞
る
べ
き
。

○
 　
財
制
審
「
財
政
の
関
与
す
べ
き
分
野
に
つ
い
て
の
報
告
」（
56
.12
.18
）（
抜
粋
）

　「
高
度
成
長
下
に
お
い
て
は
、
豊
か
な
税
収
を
背
景
に
正
当
化
さ
れ
た
施
策
で
あ
っ
て
も
、

安
定
成
長
下
の
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
下
で
は
、
再
検
討
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
ろ

う
。」

　「
今
後
の
財
政
の
あ
る
べ
き
方
向
を
一
言
で
言
え
ば
、
現
行
の
歳
出
構
造
の
抜
本
的
な
合

理
化
を
図
り
つ
つ
、
財
政
に
期
待
さ
れ
て
い
る
役
割
に
的
確
に
対
応
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
れ
ま
で
は
財
政
支
出
が
正
当
化
さ
れ
て
き
た
施
策
に
つ
い
て
も
、

個
人
・
家
庭
の
自
助
努
力
に
期
待
し
又
は
民
間
部
門
の
活
力
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
真
剣
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
今
後
期
待
さ
れ
る
行
政
需
要
に
つ
い
て
も
、

す
べ
て
財
政
が
役
割
を
に
な
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
、
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
形
で
財
政
が
関
与
す
べ
き
か
と
い
う
観
点
か
ら
財
政
の
守
備
範
囲
を
検
討
し
て
い
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。」

○
 　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
民
間
の
自
己
責
任
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
ま
で
、

財
政
の
出
動
を
求
め
る
意
見
が
多
い
。

○
 　
情
報
通
信
や
研
究
開
発
な
ど
今
後
経
済
発
展
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
開
拓
し
て
い
く
分
野
に

対
し
、
財
政
は
公
債
発
行
も
含
め
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
べ
き
。（
日
経
連
会
長
・
根
本

二
郎
氏
）

○
 　
米
国
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
光
フ
ァ
イ
バ
ー
に
よ
る
ス
ー
パ
ー
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
想
に

財
政
資
金
の
投
入
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
に
対
し
て
は
、
税
制

面
で
の
優
遇
措
置
は
あ
る
も
の
の
財
政
資
金
は
投
入
さ
れ
て
い
な
い
模
様
。

○
 　
高
齢
化
に
伴
う
社
会
保
障
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
自
己
責
任
を
求
め
う
る
か
を
考
え

る
べ
き
。

○
 　
ま
た
、
社
会
保
障
の
コ
ス
ト
－
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
チ
ェ
ッ
ク
を
厳
し
く
行
う
べ
き
。

○
 　
財
制
審
「
公
債
に
関
す
る
諸
問
題
及
び
歳
出
の
節
減
合
理
化
に
関
す
る
報
告
」

（
54
.12
.19
）（
抜
粋
）

　「
今
後
も
あ
る
程
度
社
会
保
障
関
係
を
中
心
に
財
政
支
出
は
増
大
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

に
あ
る
が
、
負
担
を
伴
わ
な
い
財
政
支
出
の
増
大
は
、
世
代
間
の
負
担
の
公
正
を
大
き
く

ゆ
が
め
る
…
…
し
た
が
っ
て
、
財
政
支
出
を
拡
大
す
る
に
際
し
て
は
、
併
せ
て
租
税
負
担

又
は
社
会
保
障
負
担
の
引
き
上
げ
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

4
．
財
政
健
全
化
の
必
要
性

○
　
経
済
成
長
と
財
政
の
健
全
化
の
関
係
。

○
 　
7
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
声
明（
95
年
10
月
7
日
）

　「
彼
ら
は
（
G
7
各
国
の
蔵
相
及
び
中
央
銀
行
総
裁
（
事
務
局
注
））
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
に
お
い
て
、
貯
蓄
を
促
進
し
、
よ
り
高
い
投
資
水
準
を
支
え
、
長
期
の
成
長
見
通
し

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
中
期
的
に
更
に
大
幅
な
財
政
赤
字
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と

を
強
調
し
た
。」

○
 　
10
カ
国
蔵
相
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
声
明
（
95
年
10
月
8
日
）（
抜
粋
）

　「
（
G1
0が
と
り
ま
と
め
た
「
貯
蓄
、
投
資
及
び
実
質
金
利
研
究
」
は
）
財
政
赤
字
を
削

減
す
る
こ
と
が
、
過
去
35
年
に
わ
た
る
国
民
貯
蓄
率
の
低
下
を
反
転
さ
せ
る
の
に
最
も
迅

速
で
か
つ
最
も
確
実
な
方
法
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
財
政
赤
字
と
公
的
債
務
残
高

の
削
減
は
、
金
利
を
低
下
さ
せ
、
外
部
シ
ョ
ッ
ク
に
対
す
る
加
盟
国
の
耐
性
を
高
め
、
ま
た
、

今
後
数
十
年
間
の
高
齢
化
が
も
た
ら
す
財
政
支
出
圧
力
増
に
対
す
る
加
盟
国
の
対
応
力
を

向
上
さ
せ
る
だ
ろ
う
。」

○
 　
95
年
度
財
政
収
支
実
績
発
表
に
際
し
て
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
演
説
（
95
年
10
月
25
日
）

（
主
計
局
調
査
課
仮
訳
）（
抜
粋
）

　「
我
々
は
、
子
供
た
ち
か
ら
債
務
の
負
担
を
取
り
除
き
、
将
来
に
投
資
す
る
よ
り
多
く
の

資
金
を
自
由
に
す
る
た
め
に
、
財
政
収
支
を
均
衡
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
現
在

の
戦
略
は
、
財
政
赤
字
を
削
減
し
、
国
民
に
投
資
し
、
先
端
技
術
に
投
資
し
、
経
済
を
成

長
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。」

○
 　
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
仏
前
首
相
「
経
済
・
社
会
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
説
明
の
概
要
（
93
年

5
月
）

　「
フ
ラ
ン
ス
の
雇
用
及
び
財
政
は
極
め
て
深
刻
な
状
況
に
あ
る
。
…
…
巨
額
の
財
政
赤
字

が
事
態
を
一
層
不
安
な
も
の
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
全
て
の
人
に
よ
る
建
て
直
し
努
力

の
実
施
が
今
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。
事
態
は
一
刻
も
待
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
。
赤
字
拡
大

の
抑
制
が
唯
一
経
済
の
再
活
性
化
を
可
能
に
す
る
。」

○
 　
94
年
財
政
緊
縮
実
施
法
案
・
連
邦
議
会
可
決
時
の
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
蔵
相
発
言
（
94
年
10
月

22
日
）

　「
本
法
は
、
よ
り
一
層
の
安
定
、
新
た
な
成
長
及
び
失
業
者
の
削
減
に
対
し
、
決
定
的
な

ブ
レ
ー
ク
ス
ル
ー
と
な
る
。
…
…
今
回
の
法
律
が
な
け
れ
ば
、
94
年
度
の
連
邦
の
財
政
赤

字
は
約
1,0
00
億
マ
ル
ク
と
な
り
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
景
気
回
復
に
水
を
さ
す
こ
と
に
な

る
。」
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○
 　
財
政
赤
字
の
増
大
に
伴
い
、
利
払
費
も
増
大
し
て
い
く
。
金
利
を
支
払
う
た
め
に
さ

ら
に
借
金
を
す
る
と
い
う
事
態
は
大
変
な
事
態
で
あ
る
。
21
世
紀
を
控
え
、
高
齢
化
が

進
み
、
将
来
世
代
の
負
担
が
非
常
に
重
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
態
を
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

○
 　
国
民
負
担
率
に
つ
い
て
は
、
昭
和
57
年
の
臨
時
行
政
調
査
会
の
答
申
で
「
現
状

（
35
％
程
度
）
よ
り
は
上
昇
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
言
い
、
平
成
2
年
に

は
39
.6％
ま
で
上
昇
し
て
い
た
も
の
が
、
そ
の
後
、
37
.7％
（
7
年
度
見
込
み
）
に
低
下
し
、

そ
の
分
後
世
代
に
ツ
ケ
送
り
を
し
て
い
る
の
が
現
状
。

○
 　
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
最
終
答
申
（
5
.10
.27
）（
抜
粋
）

　「
国
民
負
担
の
水
準
に
つ
い
て
、
第
2
次
行
革
審
が
提
言
し
た
『
高
齢
化
の
ピ
ー
ク
時

（
20
20
年
頃
）
に
お
い
て
50
％
以
下
、
21
世
紀
初
頭
の
時
点
に
お
い
て
は
40
％
台
半
ば
を
め

ど
に
そ
の
上
昇
を
抑
制
す
る
』
と
の
目
標
を
今
後
と
も
堅
持
し
、
社
会
保
障
制
度
を
始
め

行
財
政
全
般
に
わ
た
り
不
断
の
改
革
努
力
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。」

○
 　
こ
の
ま
ま
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る
と
、
税
の
負
担
、
社
会
保
険
料
の
急
増
が
不
可
避

と
な
る
が
、
こ
れ
は
経
済
的
に
み
て
も
損
失
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
は
そ
の
好
例
。

○
 　
将
来
の
負
担
増
が
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合
、
経
済
学
的
に
は
、
負
担
を
で
き
る
限
り

早
い
時
期
か
ら
引
き
上
げ
、
負
担
水
準
を
ス
ム
ー
ズ
に
安
定
し
て
推
移
さ
せ
る
方
が
、
社

会
に
と
っ
て
ロ
ス
が
少
な
い
。
 

（
7
年
度
経
済
白
書
）

○
 　
財
政
支
出
の
拡
大
は
、
金
融
、
経
済
動
向
の
如
何
に
よ
っ
て
は
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ン
グ
ア

ウ
ト
を
招
来
す
る
お
そ
れ
。
過
剰
貯
蓄
が
存
在
す
る
今
の
日
本
で
は
深
刻
な
問
題
と
な
っ

て
い
な
い
が
、
デ
ン
マ
ー
ク
な
ど
の
小
国
の
場
合
、
財
政
支
出
が
負
の
乗
数
効
果
を
有
す

る
場
合
も
存
在
。

 
（
IM
F・
ワ
ー
ル
ド
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ア
ウ
ト
ル
ッ
ク
5
月
号
の
分
析
に
よ
る
）

○
　
平
成
7
年
度
経
済
白
書
（
抜
粋
）

　「
（「
福
祉
国
家
」
北
欧
諸
国
の
教
訓
と
し
て
）
問
題
は
、
景
気
後
退
期
に
は
税
収
が
減
少

す
る
一
方
で
移
転
支
出
が
増
加
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
大
き
な
政
府
規
模
の

下
で
こ
れ
が
大
幅
な
財
政
悪
化
に
つ
な
が
り
金
利
が
異
常
に
上
昇
す
る
と
い
う
事
態
が
生

じ
、
既
存
の
福
祉
施
策
が
も
は
や
持
続
可
能
で
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

場
合
、
金
融
資
本
市
場
に
混
乱
が
生
じ
た
上
に
、
結
局
は
制
度
の
改
変
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

経
済
シ
ス
テ
ム
に
か
く
乱
要
因
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
源
配
分
効
率
が
低
下
し
、
所

得
分
配
の
不
公
平
感
が
広
が
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
可
能
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、

本
来
、
外
生
的
な
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
景
気
変
動
を
安
定
化
す
る
の
が
政
府
の
役
割
と
し
て

期
待
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
す
ぎ
る
政
府
は
逆
に
景
気
変
動
を
不
安
定
化
さ
せ
る
可
能
性

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。」

○
 　
現
在
の
受
益
・
負
担
構
造
を
前
提
と
し
て
現
在
の
施
策
を
続
け
た
場
合
、
現
世
代
の
受

益
に
よ
っ
て
将
来
世
代
の
負
担
が
膨
ら
ん
で
し
ま
う
。
 

（
7
年
度
経
済
白
書
）
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Ⅱ
．
公
債
発
行
の
問
題
点
に
つ
い
て

1
．
過
剰
貯
蓄
の
有
効
活
用
論
に
つ
い
て

○
 　
10
00
兆
円
の
民
間
貯
蓄
が
あ
れ
ば
、
公
債
で
は
な
く
、
税
で
こ
れ
を
吸
い
上
げ
、
景

気
対
策
に
使
っ
て
い
く
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

○
 　
日
本
に
は
10
00
兆
円
に
も
上
る
民
間
貯
蓄
が
あ
り
、
公
共
投
資
や
減
税
の
た
め
の
財
源

は
極
め
て
豊
富
。
将
来
、
高
齢
化
が
進
展
す
れ
ば
、
貯
蓄
率
が
下
が
っ
て
い
く
が
、
貯
蓄

率
の
高
い
今
の
う
ち
に
、
国
が
国
債
と
い
う
形
で
過
剰
貯
蓄
を
吸
い
上
げ
、
高
齢
化
社
会

が
到
来
す
る
前
に
社
会
資
本
整
備
を
行
う
べ
き
。
 （
一
橋
大
学
教
授
・
野
口
悠
紀
雄
氏
）

○
 　
今
後
は
高
齢
化
の
進
展
と
と
も
に
我
が
国
の
租
税
負
担
率
が
大
幅
に
上
昇
す
る
こ
と
が

必
至
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
な
か
で
、
あ
え
て
さ
ら
に
租
税
負
担
率
を
引

き
上
げ
て
ま
で
も
社
会
資
本
の
充
実
を
将
来
世
代
が
求
め
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
あ

る
。
現
在
程
度
の
公
共
投
資
を
続
け
て
い
っ
て
も
20
年
も
す
れ
ば
、
社
会
資
本
が
か
な
り

の
程
度
整
備
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
将
来
世
代
の
人
々
は
、
過
去
を
振

り
返
っ
て
み
て
か
つ
て
租
税
負
担
率
が
低
か
っ
た
と
き
に
、
そ
の
時
代
の
人
々
の
負
担
で

社
会
資
本
を
整
備
し
て
お
い
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
と
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
（
富
士
総
研
理
事
・
伊
藤
忠
明
氏
）

2
．
公
債
発
行
の
問
題

○
 　
公
債
発
行
は
、
増
税
に
比
し
、
現
存
世
代
に
よ
る
消
費
財
へ
の
投
資
の
割
合
が
大
き

く
な
る
と
い
う
意
味
で
、
将
来
世
代
に
と
り
負
担
と
な
る
。

○
 　
公
債
（
内
国
債
）
は
、
国
民
経
済
的
に
み
れ
ば
、
将
来
の
国
民
の
資
産
と
な
る
も
の
で

あ
り
、
負
担
で
は
な
い
。

 
（
一
橋
大
学
教
授
・
野
口
悠
紀
雄
氏
）

○
 　
上
記
の
理
屈
を
当
て
は
め
る
と
、
現
在
の
22
1兆
円
の
公
債
残
高
を
例
え
ば
10
年
で
償
還

す
る
た
め
に
、
所
得
税
（
平
成
6
年
度
21
.5兆
円
）
を
2
倍
に
増
税
し
て
、
徴
収
し
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
一
方
で
償
還
と
い
う
形
で
国
民
の
所
得
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
負
担
に

な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
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○
 　
団
塊
の
世
代
以
降
は
、
累
増
す
る
国
債
の
負
担
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
深
い
懸
念

を
抱
い
て
お
り
、
後
世
代
の
負
担
に
つ
い
て
は
よ
く
議
論
す
べ
き
。
そ
の
際
、
公
債
は

負
担
が
少
な
い
と
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
が
財
政
支
出
に
与
え
る
影
響
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

○
 　
均
衡
財
政
は
必
ず
し
も
十
分
な
制
度
で
は
な
い
が
、
均
衡
財
政
に
向
け
て
合
意
が
で
き

る
こ
と
か
ら
適
切
な
財
政
運
営
が
生
ま
れ
る
。
…
…
歳
出
の
拡
大
が
常
に
国
民
の
判
断
で

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
が
望
ま
し
い
わ
け
で
あ
り
、
国
債
発
行
や
自
然
増
収
に
依

存
し
た
財
政
は
国
民
の
財
政
錯
覚
に
よ
る
運
営
と
な
っ
て
、
民
主
主
義
国
と
し
て
は
不
適

当
な
構
造
。
 

（「
入
門
現
代
日
本
財
政
論
」
吉
田
和
男
著
）

○
 　
公
債
発
行
に
よ
る
将
来
世
代
の
負
担
増
は
、
将
来
世
代
の
活
力
を
削
ぎ
、
経
済
発
展

に
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
か
ね
な
い
と
の
問
題
も
あ
る
。

○
 　
公
債
発
行
に
よ
り
短
期
的
に
景
気
を
刺
激
し
て
も
、
発
行
し
た
公
債
に
係
る
利
払
費
の

支
払
の
際
に
は
、
利
払
費
が
税
収
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
平
均
的
貯
蓄
率
の
者
の
可

処
分
所
得
を
押
し
下
げ
、
そ
の
時
点
で
景
気
を
押
し
下
げ
る
効
果
を
有
す
る
。

 
（
野
村
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員
・
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ク
ー
氏
）

財
政
の

景
気
刺
激
効
果

財
政
の

景
気
抑
制
効
果

（
強
制
貯
蓄
）

第
Ⅰ
段
階

第
Ⅱ
段
階
第
Ⅲ
段
階

第
Ⅳ
段
階

t
0

財
政
赤
字

利
払
い
費

〔
特
例
公
債
に
つ
い
て
〕

○
 　
特
例
公
債
は
世
代
間
の
負
担
を
平
坦
化
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
も
問
題
で
あ
る
。

○
 　
経
常
的
な
経
費
を
賄
う
特
例
公
債
は
、
発
行
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
発
行

さ
れ
て
も
1
～
3
年
で
償
還
さ
れ
る
べ
き
。

○
　
 財
制
審
「
平
成
4
年
度
予
算
の
編
成
に
関
す
る
建
議
」（
3.1
2.2
0）
（
抜
粋
）

　「
特
例
公
債
を
発
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
常
的
経
費
は
経
常
的
収
入
で
賄
う
と
い
う

基
本
原
則
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
、
社
会
資
本
と
い
う
形
で
後
世
代
に
資
産
を
残

さ
ず
、
他
方
で
利
払
費
等
の
負
担
だ
け
を
残
す
こ
と
と
な
り
、
負
担
の
公
平
と
い
う
観
点

か
ら
も
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
ひ
と
た
び
特
例
公
債
を
発
行
す
る
と
、
歳
出
増
加

圧
力
に
対
す
る
歯
止
め
が
な
く
な
り
、
財
政
状
況
の
急
速
な
悪
化
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
。
昭
和
50
年
度
補
正
予
算
で
特
例
公
債
を
発
行
し
て
以
来
、
特
例
公
債
の

発
行
な
し
に
予
算
を
編
成
す
る
に
至
る
ま
で
実
に
15
年
の
年
月
と
並
々
な
ら
ぬ
努
力
を
要

し
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。」



【
論
点
と
意
見
】

【
参
考
】

〔
建
設
公
債
に
つ
い
て
〕

○
 　
建
設
公
債
は
、
社
会
資
本
整
備
な
ど
を
通
じ
、
現
存
世
代
の
み
な
ら
ず
、
将
来
世
代

に
も
受
益
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
、
そ
の
発
行
に
は
正
当
性
、
合
理
性
が
あ
る
。

○
 　
現
在
、
建
設
公
債
発
行
対
象
経
費
の
ほ
ぼ
10
0％
を
建
設
公
債
で
賄
っ
て
お
り
、
こ
れ

は
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
。

○
 　
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
で
き
な
い
20
才
未
満
の
人
達
、
あ
る
い
は
将
来
世
代
は
、
自

ら
は
関
与
し
な
い
と
こ
ろ
で
財
政
支
出
が
決
定
さ
れ
、
自
ら
の
負
担
が
決
ま
っ
て
し
ま
い
、

資
源
を
い
ら
な
い
も
の
に
使
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

○
 　
建
設
公
債
の
償
還
年
限
を
、
耐
用
年
数
の
半
分
位
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

○
 　
財
制
審
「
平
成
2
年
度
特
例
公
債
依
存
体
質
脱
却
後
の
中
期
的
財
政
運
営
の
在
り
方
に

つ
い
て
の
報
告
」（
2.3
.1）
（
抜
粋
）

　「
特
例
公
債
発
行
以
来
現
在
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
社
会
資
本
整
備
の
財
源
と
し
て
す
べ

て
国
債
と
い
う
借
金
を
充
て
る
財
政
運
営
、
す
な
わ
ち
、
建
設
公
債
を
公
債
発
行
限
度
額

一
杯
発
行
す
る
こ
と
は
、
財
政
法
が
、
歳
出
は
税
財
源
で
賄
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
非
募

債
主
義
の
原
則
を
採
っ
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
で
決
し
て
正
常
な
も
の
と
は
言
え
な
い
ば

か
り
か
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。（
国
民
の
負
担
感
が
税
に
比
し
て
希
薄
で
あ
る
た
め
、

結
果
的
に
歳
出
全
体
の
規
模
の
拡
大
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
、
財
政
が
景
気
調

整
機
能
を
発
揮
出
来
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
）
社
会
資
本
整
備
に
つ
い
て
は
、

…
…
そ
の
後
の
経
済
・
社
会
の
急
速
な
変
化
に
よ
り
当
初
見
込
ま
れ
て
い
た
需
要
に
達
し

な
い
と
い
っ
た
リ
ス
ク
や
技
術
革
新
に
よ
り
陳
腐
化
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
リ
ス
ク
等
社

会
資
本
固
有
の
性
格
と
関
連
し
た
問
題
が
存
在
す
る
。
社
会
資
本
整
備
の
財
源
を
す
べ
て

国
債
で
賄
う
場
合
に
は
、
公
共
支
出
に
よ
る
社
会
資
本
整
備
に
係
る
こ
う
し
た
リ
ス
ク
を

す
べ
て
後
世
代
に
残
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
世
代
間
の
公
平
と
い
う
観
点
か
ら
こ
う

し
た
リ
ス
ク
を
後
世
代
に
残
さ
な
い
た
め
に
は
、
裁
量
権
を
行
使
し
、
自
ら
も
社
会
資
本

の
便
益
を
受
け
る
現
世
代
が
相
当
程
度
負
担
す
る
、
換
言
す
れ
ば
、
税
財
源
に
よ
る
社
会

資
本
整
備
と
い
う
考
え
方
を
導
入
す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
。」

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
基
本
問
題
小
委
員
会
（
第
3
回
）
平
成
7
年
10
月
30
日
配
付
資
料
（
1）
「
論
点
に
つ
い
て
の
メ
モ
　
平
成
7
年
10
月
30
日
　
大
蔵
省

主
計
局
」（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
7
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
基
本
問
題
小
委
員
会
編
」
75
-8
4ペ
ー
ジ
）。
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8-145　 財政制度審議会　基本問題小委員会　
海外調査報告

平成 7年11月

　財政制度審議会基本問題小委員会では、他
の先進国における財政政策のスタンスや公債
発行のコストについての考え方等を調査する
との観点から、今般、下記のとおり海外調査
を実施した。
　本報告は、この調査結果をとりまとめたも
のである。

記
①　欧州 日　程：1995年11月 6 ～14日
 出張者： 石　　弘光　委員長、  

本間　正明　委員
 訪問先：英　　　　国）
   大蔵省
    国民経済社会調査研究

所
   ナットウェスト銀行
  ド イ ツ）
   ケルン大学
   連邦大蔵省
  フ ラ ン ス）
   パリ国立銀行
   経済・財政省
   パリバ銀行
  スウェーデン）
    スヴェンスカ・ハンデ

ルス銀行
   大蔵省
②　米国 日　程：1995年11月 8 ～ 9 日
 出張者：藤井　直樹　委員
 訪問先：CATO研究所
  大統領府行政管理予算局
  ブルッキングス研究所

1 ．はじめに
　　今回訪問した各国とも、それぞれ国をあ
げて財政の健全化に取り組んでいる。これ
は、財政赤字削減、財政健全化の必要性が、
今や国際的に共通の認識となっていること
を反映している。
　　例えば、さる10月に発表されたG 7 ス
テートメントにおいては、「大臣及び総裁は、
それぞれの国において、貯蓄を促進し、よ

り高い投資水準を支え、長期の成長見通し
を向上させるために、中期的に更に大幅な
財政赤字削減が不可欠であることを強調し
た。」とされているところである。

　　また、G10蔵相・中央銀行総裁会合に提
出された『貯蓄、投資及び実質金利』の研
究においては、1960年代からの経済指標の
分析の上に立ち、「財政赤字の削減は、国
内貯蓄を確実に高め、利子率を低下する方
向に働き、持続的な成長のために不可欠」
という趣旨のことを述べている。なお、こ
のG10の研究においては、今後の人口高齢
化により年金・医療支出が増大する前に、
公的債務残高の水準を下げることが必要で
あるとした上で、日本については、2005年
頃以降に公的部門及び民間両方の貯蓄が相
当減少することが予想されるとの見方が示
されている。
2  ．米国及び欧州が財政健全化に取り組んで
いる背景

⑴　米国
　　1980年代以降の米国は、いわゆる「双子
の赤字」が経済の不安定要因との認識が一
般となった。このため、財政赤字を削減す
ることにより、高金利や民間投資のクラウ
ディング・アウトを避けることが不可欠と
認識されるに到っている。

　　このような中で、現行の制度を前提とし
て各世代の受益・負担を推計する世代会計
の考え方が注目されてきている。大統領予
算教書に示された世代会計の試算によると、
現在の財政構造のままでは、将来世代の負
担が、現世代よりも相当程度増えることが
明らかとなっており、クリントン大統領は、
「子供たちから債務の負担を取り除き、将
来に投資するための資金をより多く確保す
るべく、財政収支を均衡させなければなら
ない」と述べている。

　　現在、クリントン政権と共和党議会との
間では、財政を最終的に均衡させるという
方向については一致しているが、その具体
策、いつまでに均衡させるか等について、
来年の大統領選をにらんで、激しいせめぎ
あいが行われており、ついには予算の空白
期間を招くほどの事態となっている。



⑵　欧州
　　EU諸国は、マーストリヒト条約におい
て定められた経済・通貨統合に参加する条
件の一つとして、財政規律を保持しなけれ
ばならないこととなっている。つまり、経
済・通貨統合の最終段階（為替レートを固
定化し、単一通貨を実現する段階）に移行
するためには、参加各国は地方政府等を含
めた累積の債務残高（グロス）をGDP比
60％以下に、毎年の財政赤字をGDP比 3％
以下に抑えることが条件の中に入れられて
いる。
　　マーストリヒト条約にこのような条件が
盛り込まれたのは、財政赤字の拡大は、為
替の攪乱要因になるというだけでなく、
マーケットの厳しい評価の反映である金利
の上昇を通じて、投資を減少させ、中長期
的な経済成長の阻害要因になるとの共通の
認識によるものである。
　　実際問題として、マーケットの動きは財
政赤字を削減させる方向での強い圧力とし
て作用している。例えば、94年のスウェー
デンにおいては、極めて高い水準の財政赤
字に懸念した国内最大の生保会社が公債の
購入を見送ることとしたため、金利が 1％
ポイント上昇し、政府に財政赤字の削減を
強いる方向に働いた。
　　また、拡張的な財政政策は、財政の硬直
化につながるほか、物価上昇をもたらす恐
れもあり、特にドイツにおいては、急激な
インフレにより経済へ大きな悪影響が生じ
たという過去の経験から、官民とも財政赤
字の拡大に対して大きな抵抗感があるとの
ことであった。
3 ．政府の対応
　　今回の調査で印象深かったのは、各国政
府が強い意志をもって財政の健全化に取り
組んでいることである。多くの国において
は国民の支持ないしは理解の下、政治が確
固たる信念を持ち、トップ・ダウン方式で
財政健全化に取り組んでいる。また、ス
ウェーデンのように、国民全般の支持が必
ずしも十分に得られていない国であっても、
議会の支持を取り付けつつ、財政赤字削減
に積極的に取り組んでいる。
　　米国においては、後述するように議会に

おいて財政収支の均衡を目指して議論が行
われているが、政府においても、2004年ま
でに財政赤字をゼロとすることを目指した
計画を 6月に発表している。

　　欧州においても、英国については、1993
年以来、各省から概算要求の後に公的支出
の総枠の上限について閣議決定を行い、予
算をこの枠内に抑制するべく主要閣僚から
なる会合を通じ折衝を行うという制度を導
入し、歳出の削減に努めている。

　　ドイツにおいては、旧東ドイツ地域支援
と景気停滞のために悪化した財政を建て直
し、2000年までに地方政府等を含む政府規
模の対GDP比を東ドイツ統一前の水準に
戻すため、連帯付加税の導入などの増税や
社会保障関係費の抑制等の歳出削減が実施
されており、96年度予算案は、43年振りに
対前年度比減の予算案となっている。

　　フランスにおいては、財政赤字を縮小す
ることが経済発展、雇用確保の土台となる
との認識の下、減税の公約を棚上げにして、
財政赤字の削減を最優先課題と位置付けて
いる。今後も、社会保障制度の改革、公務
員給与の抑制などを行うことにより、地方
政府等を含めた財政赤字の対GDP比を、95
年度 5％、96年度 4％、97年度 3％と、毎
年 1％ずつ引き下げていくとしている。

　　スウェーデンにおいては、財政赤字削減
に加え、社会保障の充実をも公約に掲げて
政権を獲得した社民党が、公約違反との批
判を受けながらも、傷病手当、失業手当等
の社会保障給付の削減や、所得税の一時的
増税などの財政赤字削減策を講じている。
また、97年 1 月には、給付と負担のあり方
の見直しを含めた年金制度改革を予定して
いる。

　　なお、米国、英国、ドイツ、フランスと
も、政府の予算編成過程は、閣僚を除くと
与党の議員に対しても非公開とのことであ
り、利益団体の働きかけのために予算の思
い切った見直しが困難であるといった事情
は少ないように思われた。
4 ．議会での議論
　　今回調査した各国においては、財政赤字
削減の必要性は、与野党を問わず議会のコ
ンセンサスとなっているとのことであった。
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ただし、財政赤字削減の具体的方策、取り
進めのスピード等については議会における
論点となっている。
　　米国では、議会が予算法案の提出権を有
しているが、93年包括財政調整法（OBRA93）
において、①裁量的経費の上限の設定（こ
れを上回れば全体の予算を一律削減）、②
義務的経費のPay-as-you-goの原則（新た
な義務的経費の設定又は減税には、増税も
しくは歳出削減による、それに見合った財
源が必要）という 2つの制限が設けられて
おり、これらの制限の下で制度の根本にま
で遡った見直しが行われている。最近にお
いては、共和党主導の下、2002年までの 7
年間で財政収支の均衡を目指す財政調整法
案の審議がなされ、医療保険制度といった
ハードコアにまで踏み込んだ具体案を巡っ
て激しい議論が行われている。
　　英国においては、与党保守党と程度の差
はあるものの、野党である労働党も「現状
より赤字の少ない予算」を主張するように
なってきている。なお、内閣の決めた予算
案が、議会において修正されることはほと
んどないとのことであった。
　　ドイツにおいても、与党のキリスト教民
主同盟、野党の社会民主党ともに、財政赤
字削減を最優先の課題として掲げており、
赤字縮減のために社会保障をどう取り扱う
かという点が議論されている。
　　フランス議会においても財政赤字削減の
重要性への認識は高まっており、96年度予
算の審議過程では、初めて議会側から進ん
で歳出削減提案を行うほどになっている。
　　スウェーデンにおいても、1994年に保
守・中道勢力による連立与党から社民党に
政権交代が行われた後も、引き続き財政赤
字削減を優先させた政策が議会で認められ
ている。
5 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　米国、ドイツ、フランスにおいては、過
去の一時期、景気対策としてケインズ的財
政政策をとった時期があったが（米国にお
ける1960年代、ドイツにおける1960年代半
ば、フランスにおける1970年代半ば及び
1980年代初頭）、このような政策は、結局は、
中長期的な経済成長をもたらすものではな

く、むしろ、財政赤字の累積を通じ、民間
の資金を吸収することにより、経済成長の
ために必要な民間投資を減少させることと
なると認識されるに至っており、現在では、
ケインズ的な積極的財政政策はとられてい
ないとのことであった。
※　英国、ドイツ、フランス等の諸国では、
むしろ景気後退期にはその原因となって
いる構造的な問題を解決しようとのスタ
ンスである。

　　米国では、膨大な財政赤字の削減が優先
課題とのことであり、また、景気変動の周
期が短いことから財政政策を実施しようと
しても時宜を失するとの認識もあることか
ら、景気対策は金融政策によるとの認識が
一般的である。むしろ、財政赤字を削減す
ることにより、民間の投資を損なわないよ
うにすることが重要であり、実際、93年包
括財政調整法（OBRA93）が成立してから、
金利の低下や設備投資の増加など経済が良
好な動きをしているとのことだった。

　　英国においては、経済政策の目標は、作
為的に短期的な経済刺激策をとることでは
なく、政府の規模を抑え、税負担を軽くす
ることにより、競争を喚起して、民間企業
の成長のための経済的環境を整えることで
あるとされている。ただし、現在英国は、
1988～92年の不況期における失業給付を中
心とする相当の赤字拡大に直面しており、
その後の今の好況時をとらえて、緊縮的財
政政策を採用している。これをケインズ的
財政政策と言えば、そう言えようとの指摘
があった。なお、ケインズと一緒に仕事を
した人の話として、ケインズ自身は財政赤
字を出すことは嫌っていたとのコメントが
あった。

　　ドイツにおいては、景気後退期にも、歳
出削減を通じて財政再建を図り、その分だ
け、政府から民間へという形の資源配分の
是正を行い、民間投資が拡大する余地を広
げようとするのが基本であり、景気対策は
構造的政策が中心である。これは、短期的
な政策で雇用を創出しても、構造的な問題
に着手しないかぎり、効果は長く続かない
との考えによるものであるとのことであっ



た。
　　フランスも、今や財政赤字拡大の抑制が、
唯一経済の再活性化を可能にするとの認識
を持つに至っており、最近では、90年代初
めの不況期に景気対策を行った時も、歳入
増及び他の歳出削減が対策額を上回る形で
の経済対策を行っており、いわゆるケイン
ズ的経済政策はとられていない。

　　次に、経済成長と財政政策という観点か
ら見ると、各国とも中長期的な成長のため
に、健全財政を目指しているのが現状であ
る。マンデル・フレミング・モデルが適用
できる世界では、金融市場が国際的に自由
化されている場合には、小国経済において
は、財政面での景気刺激策は輸入の増大を
もたらすだけであり、効果がないとされて
いる。今回調査した中でも、英国、フラン
スなどにおいては、拡張的財政政策の効果
は相当程度減殺され、拡張的財政政策は財
政赤字を膨らませる以外の効果は実証的に
もほとんど見受けられなかったとの指摘が
あった。
6 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　今回の調査において、欧州においては、
産業フロンティア開拓という形で、特段に
優遇して予算を配分している国はなかった。
　　この背景にある考え方を整理すると、次
のようなものであった。
①　そもそも民間企業は自らのリスクで
行動すべきという認識がなされている。
また、どのような分野が産業フロン
ティアに当たるのかを政府が判断する
ことは、極めて困難と考えられている。
②　政府が行うべき施策は、民間の自由
な発想を生かせるような規制緩和を進
めること、及び、財政赤字を削減して、
民間部門が使用できる資金をより多く
することであると考えられている。

　　例えば、ドイツ、スウェーデンにおいて
は、産業フロンティア開拓のためにといっ
た要求があっても、政府としては財政赤字
の削減を優先させるのが適当であり、民間
部門の自助努力に任せるしかないとのこと
であった。
　　フランスにおいては、大前提として財政

赤字の削減があるとしつつ、産業フロン
ティア開拓は、優先順位の選択の問題の一
つであり、財源の手当ての目安をつけた上
で提案がなされた場合には、その中身を吟
味していくとの話があった。

　　米国においては、現在、日本に習うとい
う形で技術開発に予算を振り向けるように
しているとのことであったが、ゴア副大統
領の提唱した情報通信のいわゆるスー
パー・ハイウェイ構想には、議会の反対に
より公的資金の導入は全く行われていない。
高度情報化のような分野については、規制
緩和のほうがむしろ重要との認識があるも
のと思われた。

　　いずれにしても、何かというとすぐに財
政に支援を求め、総花的な予算要求がなさ
れるという感じは、いずれの国においても
うかがわれなかった。
7 ．公共投資と公債発行
　　財政赤字によるクラウディング・アウト
の弊害を心配している国々では、不況期に
も、公債発行により民間資金を吸い上げ、
公共投資に回すというような政策は取って
おらず、基本的にはそれぞれの年度の税収
の範囲内で公共投資を行うべきとの考え方
であった。

　　ドイツにおいては、旧東ドイツ地域のイ
ンフラ整備のため、巨額の資金需要が生じ
ており、これをやむをえず公債発行により
まかなっているとのことであったが、併せ
て厳しい歳出削減や増税等を行っており、
安易に後世代に負担を残す公債発行に頼っ
てはいけないとの認識であった。
8 ．利払費と建設公債
　　各国とも、利払費の増大は財政政策の余
地を狭めるという問題を有しており、その
ためにも債務残高を減少させなければなら
ないという認識であった。なお、債務残高
の増大は、利子率の上昇を招き、それによ
り利払費が一層増大し財政状況の悪化が一
層進むという悪循環に陥るとの認識は、前
出のG10レポートにも示されているところ
である。

　　建設公債原則については、同様の制度を
持つドイツのほか、スウェーデンなどにお
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いては、ひとつの財政赤字の歯止め策とし
て一定の理解はあった。しかしながら、投
資的経費のための赤字も経常的経費の赤字
も財政赤字に変わりがなく、逆にこれらを
区分することにより、建設公債の歯止めの
ない発行を正当化してしまう恐れがあるの
ではないか、財政目標としては財政赤字を
全体としてとらえる方が適当ではないか、
との指摘もあった。
9 ．財政健全化のためにとられている措置
　　各国とも、何らかの形で厳しい概算要求
基準等の設定を行っている他、その後の予
算編成プロセスにおいても、歳出削減のた
めの様々な努力を行っている。
　　まず、予算要求の段階から見ると、米国
及びフランスにおいては、大統領又は首相
が概算要求基準を設定し、英国及びドイツ
においては、前年度に作成した中期的な財
政見通し等が、実質的な概算要求基準とし
て一定の機能を果している。
　　また、その後の査定段階において、英国
のように、関係閣僚による会議を頻繁に開
催して各省との調整を行ったり、議会での
審議段階においても、米国のように、歳出
予算法案の合計額が予め定めた予算規模を
上回る時は、一律削減を課すといった、い
わば出口段階でのシーリングを課すといっ
たような制度がある。
　　あるいは、米国においては、社会保障制
度の大きな柱の一つである医療費の削減に
ついて厳しい論争が行われている。また、
スウェーデンにおいては、1996年春には地
方政府を含めた支出に上限を設けること及
び、中央政府から地方政府への補助金も名
目ベースで一定額にすることを検討中との
ことであった。
　　このように、各国で歳出削減のために、
様々な努力が行われている。
　　更に、ドイツにおける郵便電電事業、フ
ランスにおけるパリ国立銀行の民営化のよ
うな努力も行われている。
10．おわりに
　　今回の欧米諸国への調査において強く感
じたのは、財政政策も時代によって変化し
てきていること、及び、今回調査対象とし
た国々が財政健全化に向けて強い意志を

もって取り組んでいることであった。
　　社会・経済をいかにうまく運営していく
かが、現代の財政に課せられた大きな課題
である。そのような期待を担ってこれまで
欧米諸国において、ケインズ政策やレーガ
ノミックス、更には他の先進諸国が緊縮財
政に転じた時期に唯一実施されたミッテラ
ン・フランス大統領の積極財政政策などが
行われてきた。これらの政策は、それぞれ
の局面において、一定の成果はあったと思
われる。しかしながら、後世の国民には巨
額の財政赤字を残し、その財政赤字が民間
活力を削いで、中長期的なインフレなき成
長を脅かしているというのが、今や欧米各
国共通の認識である。今回訪問したいずれ
の国においても、今後の高齢化社会におい
て経済を活性化させていくためには、早急
に財政の健全化が必要との幅広い認識が生
まれてきているように思われた。

　　財政赤字の弊害としては、①財政の対応
力を損なうこと、②金利上昇とクラウディ
ング・アウト、③インフレの招来、④為替
への悪影響、⑤（欧州の特殊事情である
が）マーストリヒト条約の条件を達成でき
ないこと、⑥世代間の不公平といった問題
が意識されている。このうち、クラウディ
ング・アウトと為替への悪影響については、
過剰貯蓄の存在する我が国においては、現
時点で顕在化するに至っていないが、G10
レポートが示しているようにベビー・ブー
ム世代が退職する2005年以降顕著に我が国
の貯蓄率が低下するとすれば、すでに巨額
な財政赤字を抱えている我が国の経済の足
を引っ張る危険性が高いことが憂慮される
ところである。また、世代間の公平につい
ても、我が国においては、まだあまり認識
されているとは言えないが、本年の経済白
書は、将来世代の負担（一世帯当たり）が
現世代よりも1,300万円も重いとの試算を
示しているところである。

　　最後に、財政健全化という場合、EUの
マーストリヒト条約を始めとして、今回訪
問した英国、ドイツ、フランス、スウェー
デンでは、地方政府等を含め、赤字を対
GDP比で削減するとの議論が行われている。
我が国としても、今後、国・地方を通じた



財政の健全化について真剣な議論が必要と
思われる。
　　現在の我が国の財政状況は、今回調査を
行った国々以上に悪化しており、また、人
口の高齢化についても、これらの国より我
が国の方が今後急速に進展していくと見込

まれている。このような状況下で、今回調
査した欧米各国の例を参考としつつ、財政
赤字の経済に対する悪影響について検討を
行い、一刻も早く財政健全化に向けた国民
の合意形成を図っていく必要があると考え
られる。

（参考 1）
各国の財政健全化の現状

米　国

・ 　2002年又は2004年までに財政赤字を解消することを目指している。
・ 　93年包括財政調整法（OBRA93）の成立による増税、国防費等の歳出削減に加え、
景気回復に伴う増収もあって、95年度の赤字は1,638億ドルとピーク時（92年度　
2,904億ドル）より大幅に改善している。

英　国

・ 　中期的に財政の均衡を図ることを目標に、毎年の新限度額（公的支出から限ら
れた事項〔利払費、失業手当等〕を除いた額）の伸び率を実質1.5％以下に抑え
ることとしている。

・ 　94、95年度と 2年度にわたり相当程度の増税を実施するとともに、公的支出額
の削減を行うことにより財政赤字額は減少し始めている。

ド イ ツ
・ 　2000年までに地方政府等を含めた政府規模のGDP比を東ドイツ統一前の水準
（約46％）に戻すため、増税や歳出削減が実施されている。
・ 　96年度予算案は、43年振りに対前年度減のものとなっている。

フランス

・ 　減税の公約を棚上げにして、財政赤字の削減に取り組んでおり、地方政府等を
含めた財政赤字のGDP比を95年度 5 ％、96年度 4 ％、97年度 3 ％と縮小するこ
ととしている。

・ 　これまでも付加価値税の 2％増税、国有企業民営化等を行っており、96年度予
算案でも、公務員給与凍結等財政赤字削減策を進めることとしている。

スウェーデン

・ 　今後 4 年間で地方政府等を含めた財政赤字をGDP比で7.5％削減し、98年まで
に財政を均衡させるとしている。

・ 　政権党である社民党は、自らの支持率を低下させながらも、所得税の引き上げ
や社会保障給付の削減等による財政赤字削減策を進めている。
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（参考 2）
調査各国の財政の姿（支出の分類）

国　内　総　生　産　比

一般政府
最終消費
支 出

一般政府
総 固 定
資本形成

社会保障
移 転 その他

合　　計 （参考）国
及び地方の
財政収支※

うち
利払費

一般政府
総 支 出

日　本
1975 10.0 5.3 7.8 3.6 1.2 26.7 ▲ 6.1

1993 9.6 6.7 12.3 6.0 3.7 34.6 ▲ 7.6

米　国
1975 18.6 2.1 11.1 1.3 2.4 33.1 ▲ 3.3

1993 17.1 1.6 13.2 4.2 4.6 36.2 ▲ 2.8

英　国
1975 22.0 4.7 9.9 8.6 3.9 45.3 ▲ 5.6

1993 22.0 1.8 14.6 6.1 2.9 44.6 ▲ 6.7

ドイツ
1975 20.5 3.6 17.6 6.6 1.3 48.3 ▲ 5.4

1993 17.8 2.2 15.8 12.6 3.2 48.4 ▲ 3.1

フランス
1975 16.8 3.7 17.4 5.7 1.2 43.4 ▲ 2.8

1993 19.3 3.6 23.6 6.3 3.6 52.8 ▲ 4.5

スウェーデン
1975 23.8 4.3 14.2 5.5 2.2 47.8 ▲ 1.1

1993 28.0 3.1 25.2 16.2 6.4 72.4 ▲15.6

（出典）日本：国民経済計算年報、諸外国：OECD／National Accounts
（注） 1 ．日本は年度、諸外国は暦年ベース。
 2  ．一般政府とは、国・地方及び社会保障基金といった政府あるいは政府の代行的性格の強いも

のの総体。（独立の運営主体となっている公的企業を除く。）
 3 ．一般政府総支出は、経常支出と純資本支出の合計である。
 4 ．その他は、利払費、土地購入（純）、補助金等である。
 5 ．ドイツの数値は、旧西ドイツのものである。
 6 ．※  国及び地方の財政収支に関しては、日本及び米国の欄の下段の数値は、1995年の見込値

（OECD／エコノミック・アウトルックによる。）。



（参考 3）
調査各国の財政の姿（各部門別の比較）

1993

国　内　総　生　産　比
地方政府
――――
中央政府

備 考中央政府
総 支 出

地方政府
（州含む）
総 支 出

社会保障基金
総 支 出

合　　計
一般政府
総 支 出

日　本
7.0 16.4 11.1

34.6 2.35
（16.7） （14.7） （11.2）

米　国
13.7 14.4 8.3

36.2 1.06
（17.4） （14.4） （8.3）

英　国
27.7 10.8 6.7

44.6 0.39
（36.7） （10.8） （7.4）

ドイツ
13.3 15.6 19.5

48.4 1.18
（17.4） （17.8） （19.6）

フランス
21.1 7.8 23.8

52.8 0.37
（23.0） （7.9） （24.1）

スウェーデン
34.6 24.1 13.7

72.4 0.69
（40.4） （24.6） （12.3）

（出典）日本：国民経済計算年報、諸外国：OECD/National Accounts
（注） 1 ．日本は年度、諸外国は暦年ベース。
 2  ．一般政府とは、国・地方及び社会保障基金といった政府あるいは政府の代行的性格の強いも

のの総体。（独立の運営主体となっている公的企業を除く。）
 3  ．総支出は経常支出と純資本支出の合計であり、政府の各部門の総支出からは、他の政府部門

への移転等は除いている。（　）内は、他の政府部門への移転等も含めた値である。
 4  ．ドイツの数値は、旧西ドイツのものである。また、地方政府総支出の値は、州政府と市町村

の値を単純に合計したものであり、政府部門間の移転を含めた値では重複があるものと考えら
れる。
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（
注
） ・
 「
歳
出
（
国
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及
び
「
財
政
収
支
（
国
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に
つ
い
て
は
、
各
国
と
も
コ
ア
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
（
日
本
の
一
般
会
計
に
相
当
す
る
部
分
）
で
あ
り
、
政
府
予
算
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ス
（
た
だ
し
、
英
国
の
財
政
収
支
及
び
93
年

度
ま
で
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
値
は
決
算
､
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
94
年
度
以
降
の
値
は
見
通
し
。）
。

 
・「
国
・
地
方
の
財
政
収
支
（
GD
P比
）」
に
つ
い
て
は
、
年
金
に
つ
い
て
賦
課
方
式
を
と
っ
て
い
る
英
、
独
、
仏
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
基
金
の
収
支
も
含
ん
で
い
る
。

 
・「
グ
ロ
ス
債
務
残
高
（
GD
P比
）」
に
つ
い
て
は
、
国
、
地
方
、
社
会
保
障
基
金
を
含
ん
だ
ベ
ー
ス
。

 
・
 予
算
関
連
計
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歳
出
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財
政
収
支
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及
び
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つ
い
て
は
会
計
年
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（
日
・
英
：
4
月
～
翌
年
3
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、
米
：
前
年
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月
～
9
月
、
独
・
仏
：
暦
年
）、
そ
の
他
は
暦
年
ベ
ー
ス
（
但
し
日
本
の
消
費
者
物

価
上
昇
率
、
失
業
率
は
会
計
年
度
）。

 
・
日
本
の
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つ
い
て
は
、
19
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年
度
ま
で
は
19
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年
基
準
に
よ
る
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ス
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公
定
歩
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は
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大
手
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行
の
基
準
貸
出
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に
よ
る
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フ
ラ
ン
ス
の
公
定
歩
合
は
、
仏
銀
行
の
市
場
介
入
金
利
を
掲
げ
て
い
る
。

 
・
ド
イ
ツ
の
国
民
経
済
計
算
ベ
ー
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の
計
数
は
旧
西
独
地
域
の
も
の
。
90
年
以
降
の
予
算
関
連
計
数
（
歳
出
、
税
収
等
、
財
政
収
支
）
は
、
全
ド
イ
ツ
ベ
ー
ス
。



（別紙 1）
海外調査報告（英国）

訪問先：大蔵省 （1995年11月 6 日）
 国民経済社会調査研究所  

（1995年11月 6 日）
 ナットウェスト銀行  
 （1995年11月 6 日）

1 ．英国における財政政策の概況
　　メージャー現政権は財政赤字を減らす
ことを公約にしており、このため、公的
支出から限られた事項（利払費、失業手
当等景気循環に左右される社会保障費
等）を除いた額を対象とする新限度額
（“New Control Total”）を1993年度予算
から導入し、その総額の実質伸率を
1.5％以下とするという相当思い切った
目標を設け、最終的には1990年代終わり
までには財政を均衡させることを目指し
ている。
　　このような財政健全化路線は、1979年
に成立したサッチャー政権以来のもので
ある。同政権は、従来の歳出の拡大が、
税負担増大による経済活動へのインセン
ティブの減殺、政府借入増大による市中
金利の上昇、インフレによる労使対立等
をもたらし、英国経済の長期的低迷の根
本原因をなしてきたとの認識のもとに、
①インフレの抑制、②公共部門の守備範
囲の縮小、③民間部門の活力回復を経済
運営の基本方針とした。
　　その後、1980年代後半において長期間
の不況に突入し、その中で、税収の下落、
失業手当等の支出の増大を招き、黒字財
政（87～89年）から赤字財政になるに
至っており、1993年度には地方政府等を
含めた財政赤字のGDP比率が 7 ％まで
悪化した。
　　ラモント蔵相は、1993年度財政演説に
おいて、「健全財政こそ経済の持続的回
復にとって重要であり、今後とも財政の
健全性を図っていくことが重要であり、
政府の目標はあくまで中期的に財政の均
衡を図ることにある。」とし、財政健全
化が経済回復に重要であることを指摘し
ている。また、翌年、クラーク蔵相も、
1994年度財政演説において、「政府の経

済政策の目標は持続的な経済成長とより
高い生活水準の実現を図ることにあり、
財政金融政策の運営に当たっては低イン
フレと健全財政の達成を目指すことにあ
る。」とし、英国政府は財政健全化に財
政政策の主眼を置くスタンスを堅持して
いる。このようなスタンスのもと、英国
政府は、①94年度、95年度の 2年度にわ
たり、相当程度の増税を実施し、②過大
な潜在成長率を見込んでいた以前の公的
支出計画を見直し、公的支出額を削減す
るとの方針がとられているとのことで
あった。

　　現在は、これらの施策が効果を挙げ、
財政赤字額は減少し始めている。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　国民は政府の財政赤字がいずれは自分
達に課される税金となって跳ね返ってく
ることを理解しているとのことであった。

　　また、市場は無責任な財政政策には反
対であり、そのような政策がとられれば、
市場は即座に金利の上昇という形で反応
するだろうとの指摘があった。

　⑵　政治的事情
　　与野党を問わず、閣僚級の政治家の価
値判断の中において財政に規律が必要で
あることについてはコンセンサスが形成
され、地方政府等を含めた財政赤字が対
GDP比 6 ％から 7 ％もあるのは大きす
ぎるということは政府の共通の認識であ
り、財政赤字を何とかしなければならな
いという確固たる政治的な意思が根底に
あるとのことであった。

　　実際に、現在、政権にある保守党は、
景気低迷時に減税を講じることを可能と
する財政状況をつくるためにも公的支出
をコントロールしているとの冷めた見方
もある中で財政赤字の削減に正面から取
り組んでおり、また、野党である労働党
も、「現状より赤字の少ない予算を」と
いうことを主張するようになってきてい
るとのことである。

　　なお、議員は党幹部である首相以下内
閣の決めたことによほどのことがない限
り反対できないという事情があることも
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あり、内閣の決めた予算が、議会におい
て修正されることはほとんどないとのこ
とであった。

　⑶　国際的事情
　　英国においても不況時に財政の出動を
求める声は起こらないでもないが、欧州
においては、マーストリヒト条約に定め
られている経済・通貨統合に加わる際の
条件が制約要因として効いているとのこ
とであり、このような理由からも財政健
全化に取り組まざるを得ない状況にある
ものと考えられる。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　⑴　景気対策と財政政策
　　景気対策と財政政策の関係については、
最近の景気後退局面においてのラモント
蔵相の1992年度財政演説では、「経済政
策の目標は、作為的に短期的な経済刺激
策をとることではなく、政府の規模を抑
え、税負担を軽くすることにより、競争
を喚起し、民間企業の成長のための経済
的環境を整えることにある。」とされて
いる。
　　したがって、英国では、不況期におい
て、「公共投資又は公的部門の恒常的拡
大により景気回復を図ることは不適当な
ことであり、景気回復は私的部門により
行われることによってのみ持続されう
る。」（上記演説）とされ、「健全財政が
経済の持続的回復にとって重要である。」
（ラモント蔵相の1993年度財政演説）と
考えられている。ちなみに、現政権は、
今の好況時においては、財政を引き締め
るという財政に対し責任ある態度で臨ん
でいるとのことであり、これをケインズ
的財政政策と言えば、そう言えようとの
指摘があった。
　　さらに、英国はマンデル・フレミン
グ・モデルの該当する小国経済であり、
財政政策の効果は相当程度減殺され、過
去の数値に着目した中立的なモデルを動
かして実証分析をしてみても、拡張的財
政政策は財政赤字を膨らませる以外の効
果をほとんど示しておらず、英国経済の
現状をみても、財政政策より金融政策が
景気に効果があると考えられるとの認識

であった。
　　また、不況対策としての財政政策もケ
インズ的な量的拡大策ではなく不況の根
本的な原因に対処するためのものである
必要があり、人々が失業の心配から消費
を手控えているときに減税をしても貯蓄
にまわるだけであり無駄であるとの指摘
があった。ちなみに、ケンブリッジでケ
インズと一緒に仕事をした人の話として、
ケインズ自身は財政赤字を出すことを
嫌っていたとのことであり、ケインズ的
な政策というとき、ケインズは必ずしも
財政政策のみを意味していなかったこと
も考えられるとの話があった。

　　このような中で、経済活動が市場原理
に即応するように、市場分野の拡大、競
争の促進、規制緩和、企業活動の環境整
備といった構造的政策を進めている。
注 ）最近の景気低迷時においても、財政
の出動あるいは減税を求める声がおこ
らなくはなかったので、税制上の措置
等を講じているものの、例えば、住宅
購入に係る印紙税の軽減を期間を限っ
て認めるというように、一時的な措置
にとどめたとのことだった。

  また、1992年 9 月に欧州通貨制度
（EMS（一定変動幅内の固定為替相場
制度））をぬけるまで、金利を政策手
段として用いることが制約され、不況
時には財政政策（減税措置等）に頼ら
ざるを得なかったので、財政赤字の問
題への対処が遅れた可能性があるとの
ことであり、それ以降は、変動為替相
場制の下、金利を政策手段として用い
ることができるようになったので金融
政策の裁量の余地が広がり、現在の英
国のマクロ政策のスタンスについては、
景気刺激、インフレ抑制等は金融政策
が分担するとのことであった。

　⑵　中長期的な経済成長と財政政策
　　中長期的な経済成長と財政政策の関係
については、一国の貯蓄水準は、その国
の将来の経済発展の基礎をなすものであ
るが、英国における民間部門の貯蓄水準
は低すぎるため、英国では、財政赤字を
削減し、公的部門が貯蓄する必要がある



との指摘があった。
　　また、財政赤字はインフレを招来する
ほか、国の信頼度を低下させるという問
題があり、無責任な財政政策が行われれ
ば、市場も金利の上昇という形で反応す
るため、実質金利の上昇に伴うクラウ
ディング・アウトが発生すると考えられ
ている。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　英国では、従来から産業育成のための
予算は極めて少なく、民間の研究開発、
産業育成等には予算を付けておらず、特
定の新しい業種を育成するという発想は
ないとのことであった。
　　また、これまで、業種横断的な中小企
業支援のための措置を講ずることはあっ
たということであるが、税制上の優遇措
置で対応しており、直接予算を付けると
いうアプローチはとっておらず、そもそ
も、超音速旅客機コンコルドの失敗のこ
とを考えても、何が経済発展フロンティ
アなのか判断することが難しいとのこと
であった。
　　要するに、英国でも経済発展フロン
ティアの開拓のために予算をという議論
はあるが、英国政府としては民間部門の
イニシアティブの活用をすべきで、予算
で対応すべき問題ではないと考えている
と思われる。

5 ．公共投資と公債発行
　　不況時においてケインズ的な政策を
採った場合のコストを好況時の自然増収
で賄えるかという問題については、経験
則上賄えず、高齢化社会の問題もあり、
不況時のコストを好況時の自然増収で賄
うとすることは慎重に考えるべきである
との指摘があった。
　　また、公債発行による財政支出のコス
ト（将来世代の税負担の増加）の問題に
ついては、財政支出の内容が重要であり、
短期的に景気を刺激するために用いられ
るのであれば、将来世代には税負担増以
外は何も残らないであろうが、長期的に
みても必要なインフラを整備するために
用いられるのであれば、それなりに是認
できるとの指摘もあった。

6 ．利払費と建設公債
　　まず、利払費については、公債の累増
による利払費の増大は財政政策の幅を狭
める問題であり、また、イタリアの例が
あるように、公債残高の累増により、金
利負担の増加が支出の増加要因となると
いう悪循環も発生するので、公債残高を
一定の水準に収束させる必要があるとの
指摘があった。

　　次に、建設公債については、建設公債
と赤字公債の区別に否定的な観点から、
そのような区分はかえって建設公債の歯
止めなき膨張につながるのではないか、
経常的経費の増加であっても、例えば、
教育関係費用の増加は将来世代の生産性
向上につながり、ひいては経済にとって
プラスであるとの指摘があった。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　新限度額の導入
　　英国では、公的支出から限られた事項
（利払費、失業手当等景気循環に左右さ
れる社会保障費等）を除いた額を対象と
する新限度額を1993年度予算から導入し
ている。

　　これは、これまでの完全な積上げによ
る公的支出計画決定方式では公的支出の
伸びを抑制しにくいという反省から、各
省の概算要求後、新限度額の総額（イン
フレ率見通しを勘案した実質伸率を
1.5％以下に抑えるというもの）をトッ
プ・ダウンで設定することにより、公的
支出の額を抑制していこうとするもので
ある。好況時に財政を引き締めたり、不
況時に財政の出動を抑えたりすることが
可能なのは、このトップ・ダウン方式に
よる予算編成過程が寄与するところが大
きいと考えられている。

　　毎年 6月に新限度額の総額が閣議決定
されると、大蔵省と各省庁との交渉はこ
の枠内で進められる。新限度額の閣議決
定以後から10月末にかけて、大蔵大臣を
議長とする 6名程度の主要大臣からなる
ニュー・キャビネット・コミッティが随
時開かれ、更に、予算要求側の省庁の大
臣による大蔵大臣との相対での折衝を経
て、予算を新限度額の枠内に納めるべく
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更なる支出の絞込み、新限度額の配分の
検討を行い、10月末を目処に、上記コ
ミッティとしての省庁毎の配分案が決め
られ、最終的に全閣僚の出席する閣議に
提出され、配分案が閣議決定される。新
限度額の決定以降の過程は一切非公開で
一般の議員は与党議員といえども参画し
ないとのことであり、予算編成は利益団
体からの働きかけを原則として排除した
ところで行われている。なお、新限度額
は 3年間分について決定されることから、
翌々年度の新限度額が次の年の実質的な
概算要求基準になるものと思われる。

　⑵　増税
　　課税ベースを拡大して納税回避の抜け
道を塞ぎ、中期的な歳入増を実現するた
め、94、95年度には、個別間接税（揮発
油税、たばこ税、ガソリン税、自動車重
量税、ぶどう酒税等）、所得税（既婚夫
婦控除、住宅ローン利子控除の税額控除
の見直し、個人課税の基礎控除等）等を
増税している、これらの増税や景気の回
復に伴う税収増により94年度から95年度
にかけてGDPの1.5～ 2 ％程度の税収増
を実現できたとのことであった。

　⑶　歳出削減
　　構造的赤字の問題を解決するために、
政策の優先順位に配慮しつつ、公共部門
の支出を厳しくコントロール（公務員の
給与及び政府機関の管理費の抑制、雇用
省の廃止といった行政組織改革、国防費
の削減等）するとともに、社会保障費の
増加を抑制（失業者の救済措置の一本化、
障害者給付等の改革等）している。また、
5年程前に比べて建設コストが25％強下
がっていることから、より低コストでの
道路ネットワークの整備を推進できると
いうことで、たとえば、道路計画に関す
る投資を若干削減するといった歳出削減
に努めている。
　　なお、これまでも相当程度公的支出を
絞り込んできていることから、今後大き
な削減をするためには、制度の根本に遡
らなければ困難であるが、公的支出の削
減が続くほど、国民の利害に直結するよ
うになり抵抗が強くなり、他方で、増税

も過去 2年間増税してきたわけであるか
ら、現時点で増税することは政治的に現
実的でないとの指摘もあった。

（別紙 2）
海外調査報告（ドイツ）

訪問先：ケルン大学（1995年11月 7 日）
連邦大蔵省（　〃　11月 8 日）

1 ．ドイツにおける財政政策の概況
　　ドイツにおいては、経済は民間企業の
秩序ある競争によって成長を遂げるもの
であり、政府の役割は、民間の公正な競
争が行われるよう市場の秩序を維持する
ことであるとの考え方が強い。また、ド
イツでは、両大戦の後の急激なインフレ
の経験から、官民ともにインフレに対す
る抵抗感が強く、このため、財政運営に
ついてもインフレ抑制の姿勢が強く反映
している。これまで、いずれの政権下に
おいてもこのような背景の下、インフレ
を招来するおそれのある財政赤字は好ま
しくないと考えられており、財政の健全
化が図られてきている。

　　現在のコール政権（保守・中道）は、
発足（1982年）以来、1970年代における
社会保障支出の拡大などによる構造的な
財政赤字が経済のパフォーマンスを悪化
させているとの認識の下、緊縮的な財政
運営を行ってきている。

　　コール政権発足時からの財政政策の基
本的なスタンスは、①増税なき財政再建
（消費的支出や補助金の削減等により歳
出の伸び率を名目経済成長率以下に抑
制）、②財政再建の枠内での企業及び個
人に対する税負担の緩和、③政府系企業
の民営化などによる民間活力の重視と小
さな政府の指向、の 3点に要約される。

　　このような考え方の下、ドイツの財政
赤字は着実に縮減されてきたが、90年の
ドイツ統一に伴う旧東ドイツ地域の復興
支援の財政負担に加え、折しも91年の湾
岸戦争に対する財政支援を行ったため、
財政赤字は一時的に大幅に拡大した。し
かしながら、91年以降の累次の増税など
により、旧東ドイツ地域に対する財政資
金を確保する一方で、社会保障関係経費



をはじめとする歳出抑制を柱とした厳し
い緊縮財政がとられ、大幅に拡大した財
政赤字の縮減に努めている。このような
中で、去る11月10日には、43年ぶりに対
前年度減となる96年度予算案が連邦議会
を通過し、現在連邦参議院において審議
されているところである。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　ドイツにおいては伝統的に物価の安定
を求める傾向が強く、これを損なうよう
な政策は国民に許されないとのことで
あった。加えて、総じて戦後を通じて資
産の蓄積が進んでおり、物価の安定を求
めるドイツの伝統は今後ますます強くな
るだろうとの指摘があった。
　　さらに、60年代にケインズ的な拡張的
財政政策を行い財政赤字を拡大したこと
が二桁のインフレを招来し、そのため高
率の賃上げを容認したとの経験から、ド
イツ国民はそのような政策が中長期的に
経済成長、生産性向上、技術革新につな
がらないことを学んだ、との指摘や、景
気循環に対応した財政政策という簡単な
考え方は時代遅れとなっているとの意見
があった。
　　なお、歳出削減について、一般的な国
民もその必要性を理解しつつあり、国民
は「増税は問題だ、歳出削減は問題だ」
としか言わない政治家にうんざりし始め
ているとの指摘があった。個別に金額を
削減する場合には、既得権益側の反対活
動も活発化し、例えば社会保障に手をつ
けようとすると政治的にも非常にむずか
しくなるだろうが、そのような局面では
マーストリヒト条約が説得の材料として
役に立ち得るとの認識が示された。

　⑵　政治的事情
　　財政赤字削減の必要性については、ド
イツ国内の各層が認識しているところで
あり、与党のキリスト教民主同盟・キリ
スト教社会同盟（CDU/CSU）、野党の
社会民主党（SPD）もともに財政赤字削
減を最優先の課題として掲げており、財
政赤字の縮減のために社会保障をどう取
り扱うかという点が議論の対象となって

いる。政治家も将来世代が直面する問題
として環境問題、人口の高齢化に伴う社
会保障問題と並んで公的債務の問題を挙
げるとのことであった。

　　赤字削減の手法については、増税また
は歳出削減の 2つの方法があるが、ドイ
ツでは伝統的に「小さな政府」が希求さ
れながら、現実の国民負担率は50.8％
（90年）（日本37.7％（95年））にもなっ
ていること等により、増税よりも歳出削
減が現実的と認識されている。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　いわゆるケインズ的な拡張的財政政策
が行われたのは、深刻な景気後退に見舞
われた65年、66年の予算（注）の一時期
だけであり、その他の時期においては、
拡張的な財政運営は行われていないとの
ことであった。これは、このときの政策
に対する一般的評価が、放置しておいて
も回復した景気をいたずらに過熱させ、
インフレを惹起しただけであり、実質成
長にはあまり寄与しなかったという厳し
いものであったからであるとの指摘がな
された。その後、ドイツにおいては、ケ
インズ的な政策の採用の是非が明示的に
検討されたことはなく、景気後退期には、
その原因となっている構造的な問題を解
決しようとのスタンスをとってきている
とのことである。

　　また、失業問題に関して、失業の大半
は構造的な問題からくるものであり、こ
れをケインズ的な政策で解決しようとす
るのは不適切であるとの指摘があった。
注 ）なお、ドイツにおいては、1967年に
「経済安定・成長促進法」が制定された。
これは、66年下期から67年にかけて見
舞われた本格的な景気後退を契機とし
て、従来の金融政策中心の景気調整に
変わって財政面からの景気調整手法の
導入を意味するものであった。その中
で景気調整の手法として掲げられてい
るのが、①連邦保有公債の追加的償還
または公債の追加的発行、②景気調整
準備金の積み立てまたは取り崩し、③
税額の10％の範囲内での所得税・法人
税の時限的増減であった。
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  次に、中期的な経済成長と財政政策の関
係については、ドイツにおいては、景気後
退期においても、支出の拡大ではなく、歳
出削減を通じての財政再建を図ることが目
標とされている。これは、財政規模の拡大
は資源配分が民間から政府へと移動するこ
とであり、歳出削減を通じて財政再建を進
めることにより、政府から民間への資源配
分の是正を行い、国際競争力を高める民間
投資を拡大する余地を広げるべきとの考え
方に基づいている。この点については、イ
ンフレが抑制され実質成長率が順調であっ
た80年代後半の時期は、財政の健全化に取
り組んでいた時期であり、財政赤字が経済
成長をもたらしたのではなく、逆に財政の
健全化が経済成長をもたらしたのだという
指摘があった。
4 ．産業フロンティア開発と財政政策
　　ドイツにおいては、これまで特定の産
業を育成するための予算措置は行ってき
ていないとのことであった。
　　このような対応の背景には、民間企業
は自らのことは自らで面倒をみるべきと
いう考え方、自らの創意工夫により儲
かった時は自分の利益とし、困難に直面
すると政府の助けを求めるということは
「利益の私有化、損失の国有化」であり、
おかしいとの考え方があるとの指摘が
あった。
　　また、旧東ドイツ地域に対する財政支
援等によってただでさえ政府の規模が肥
大化してきている今日、政府の役割を更
に広げる余裕はない、そもそも何が将来
有望な分野であるかを判断する能力が政
府にあるとは思われないとの指摘があっ
た。更に、政府がこのようなことを認め
ると、社会は既得権益の獲得を目指して
相争う社会となってしまうとの懸念が表
明されていた。

5 ．公共投資と公債発行
　　ドイツでは、景気刺激策として公債発
行によって民間資金を吸い上げ、公共投
資に回すというような政策はとられてい
ない。
　　ドイツ統一後、旧東ドイツ地域のイン
フラ整備のため巨額の資金需要が生じ、

これに対しては財政もやむなく公債発行
で対応しているが、併せて連邦緊縮計画
（93年 5 月）、成長強化・財政緊縮計画
（93年 6 月）、成長と雇用創出のための行
動計画（94年 1 月）（財政緊縮措置を盛
り込んでいる）等を策定、実施する等の
財政緊縮努力を行ってきている。また、
投資的支出を聖域視することは不適当で
あり、投資的支出であっても、本当に必
要なものかどうか中身を吟味する必要が
あるとの指摘があった。

6 ．利払費と建設国債
　　ドイツでは建設公債原則が憲法におい
て定められているが、これは財政放漫化
に一定の歯止めをかける役割を担ってい
るとのことであった。しかし、あまり厳
格に考えると、建設公債ならよいという
ような安易な考えを生んでしまうとの指
摘もあった。また、そもそも健全財政政
策を採用すれば、建設公債原則への抵触
といった問題は生じないはずであるとの
指摘もあった。

　　また、公債残高がGDPの50～60％ま
で達すると、利払費だけで未来永劫毎年
GDPの 3～ 4 ％を支払い続けねばなら
ず（利子率 5～ 8％を想定していると思
われる）、これは将来世代にとり大きな
負担だとの指摘、あるいは、利払費が
10％以内にあるなら問題ないが、10％を
超えると財政の対応力が損なわれてしま
う、12％くらいが限界ではないか、との
指摘があった。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　増税と歳出削減（歳出削減に重点）
　①　連邦緊縮計画（93年 5 月）
　　足元の景気悪化に伴う税収見積りの
減、失業給付増大への対応、旧東ドイ
ツ地域へのインフラ投資等に対応する
ため、歳出削減、税制優遇措置の改廃
等による増収、所得税・法人税に対す
る7.5％の連帯付加税（上乗せ課税）
の導入、鉱油税の増税等が行われた。

　②　成長強化・財政緊縮計画（93年 6 月）
　　社会保障関係経費の削減、新規措置
は同等の既存措置の削減によって認め
るといういわゆる「モラトリアム原



則」の採用、連邦、州等の歳出の伸率
を名目GDP成長率の半分以下に抑制、
連邦の公債依存度を中長期的に10％以
下に抑制する等の措置が採られた。
③　成長と雇用創出のための行動計画
（94年 1 月）
　　実質GDP成長率がマイナスになる
など93年における深刻な景気後退の状
況の中で、財政面で緊縮措置を継続す
るとともに、構造的な施策を行い、地
方政府を含めた政府支出の対GDP比
（93年見通し52％）を2000年までに段
階的にドイツ統一前の水準（89年
46％）まで引下げることが打ち出され
た。
　　また、政府保有株式の売却による増
収措置等の他、中長期的な経済発展を
達成する観点から、研究開発・技術革
新促進のための低利融資制度の創設、
パートタイム労働の促進や労働時間の
柔軟化等の規制緩和、ドイツ連邦郵便
の分割、民営化による自由化の促進等
の構造的施策が広範に盛り込まれてい
る。

　⑵　民営化
　　ドイツにおける民営化の目的は、国有
財産の売却を通じて連邦の財産を短期的
に潤すことではなく、民営化によって企
業の効率性を増し、国際競争力を向上さ
せて国民経済全体に利益をもたらすこと
とされている。その根底には、民営化企
業の業績向上、雇用の確保を通じて、税
収が増え、補助金や失業給付が減るとい
う考え方がある。
　　ドイツでは、既に1950年代後半から国
営企業等の民営化を始めており、最近で
は95年 1 月に通信、郵貯、郵便の郵政三
事業をそれぞれ民営化し、株式会社にし
ている。
　　なお、コール政権成立（82年度）から
94年度までの民営化（政府保有株式等の
売却）による連邦収入は、約116億マル
ク（GDP（94年）比0.35％）となってい
る。

　⑶　中期財政戦略
　　ドイツでは1967年以来、毎年 5ヵ年の

中期財政計画を作成しているが、これは
毎年数字が改訂されてしまうこともあり、
後年度の予算及び財政計画を拘束するも
のではないため、近年は軽んじられる傾
向にあるとのことであった。また、中期
財政計画の中では、歳出項目間の優先順
位はつけられておらず、何を優先させる
かは、その予算編成過程の中で決められ
ることになっている。

　　そのような中で、本年 5月に初めて策
定された「中期財政戦略」において、連
邦大蔵省は、1996年から2000年までの間、
地方政府等を含めた政府支出の伸びを名
目GDPの伸びよりも 2 ％以上、下回ら
せることにより、政府支出の対GDP比
をドイツ統一前の89年当時の比率である
46％まで低下させるとの前年の閣議決定
目標を再確認するとともに、それを具体
化するために、歳出削減により2000年ま
でに赤字の対GDP比を 1 ％まで引下げ
ていくとの方針を打ち出し、GDP比 1
～1.5％相当の減税を行うことを目指す
としている。この中期財政戦略は、政府
を拘束しない連邦大蔵省独自の戦略であ
るとのことであったが、ドイツ大蔵省が
財政再建に取り組む姿勢を国民、市場に
明確にシグナルとして送る意味があると
のことであった。

　⑷　中央、地方政府間の資金移転の見直し
　　また、現在、市町村の支出については、
経費の90％を州、中央政府等の上位の政
府が賄っているが、これでは経費を節約
しようというインセンティブが働かない、
中央、地方政府間の資金移転についても
見直すべきだとの指摘があった。

　⑸　その他
　　なお、民間サイドの意見として、造船、
自動車等の民間部門がここ数年厳しいリ
ストラを進めているように、公的部門も
公務員の賃金引下げ等を行うべきであり、
農業、造船業、鉱業に対する巨額の補助
金も減らすべきである。さらには、社会
保障の給付水準の引下げも考えるべきで
あるとの指摘があった。

　　また、社会保障基金の収支について、
現在はほぼ均衡しているが、世代会計の
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考え方を当てはめれば、実際には現行の
社会保障制度は将来世代に大きな負担に
なることが明らかになるとの指摘があっ
た。

（別紙 3）
海外調査報告（フランス）

訪問先：パリ国立銀行（1995年11月 9 日）
経済・財政省（　〃　11月10日）
パリバ銀行 （　〃　11月10日）

1 ．フランスにおける財政政策の概況
　　95年 5 月に就任したシラク大統領の下
で、当初新政権がどのような経済政策を
採ろうとしているのか不透明な時期が続
き、これがフランを下落させ、金利上昇
の要因となったと指摘されている。そこ
で、シラク政権は、去る10月に「財政赤
字を縮小し、欧州通貨統合に参加するこ
とが、雇用の確保の土台となる」として、
財政赤字の縮小を最優先課題として位置
づけ、同年の大統領選挙で公約した所得
税の減税を 2年間棚上げすることを発表
した。これは、地方政府等を含めた財政
赤字のGDP比を95年度に 5 ％以下、96
年度に 4％以下、97年度に 3％以下と、
毎年 1％ずつ削減するという目標の達成
に向けた決意の表れであると考えられる。
また、96年度予算案においては、公務員
給与の凍結や増税、国有企業民営化等に
より財政赤字削減を図ることを打ち出し
ている。
　　過去、フランスにおいては、ミッテラ
ン大統領（社会党）による80年代初頭の
積極財政が功を奏さず、景気の低迷と財
政赤字の拡大が深刻になっていたことか
ら、82年以降、一般行政経費の抑制、公
務員定数の削減等の緊縮財政が進められ
た。80年代後半には、財政赤字の縮減等
を目標とする第10次経済計画（89～92年。
期間中に総合収支（日本の一般会計、特
別会計及び財政投融資の合計に相当）の
財政赤字を700億フラン以内とする。）に
沿って、歳出の節減合理化が行われたほ
か、フランス商業銀行等の国有企業の民
営化が図られた。
　　93年 3 月に発足したバラデュール内閣

（保革共存）も、「財政赤字拡大の抑制が
唯一経済の再活性化を可能にする。」と
の認識に立ち、97年度までに総合収支の
財政赤字をGDP比2.5％以下に抑制する
という目標を設定し、そのために、歳出
伸率を物価上昇率以下に抑えることを法
定したほか、間接税の増税を行い、更に
パリ国立銀行等の国有企業の民営化を進
めた。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　　金利は財政赤字にかなりの程度敏感に
反応し、財政赤字が拡大すると、金利が
押し上げられるとの認識の下で、フラン
ス国民は、財政赤字拡大がもたらす高金
利は、フランの下落を防ぎきれないばか
りか、クラウディング・アウトを引き起
こし、企業は設備投資を控え、結果とし
て雇用増を阻害することになるとの見方
を一般的に持っている。また、高金利が
家計の消費行動を制約し、経済成長にマ
イナスとの認識が浸透しているとの指摘
があった。

　　シラク大統領はこのような金利上昇を
問題視し、「財政赤字の削減は、マース
トリヒト条約がなかったとしても行うべ
きである。」と発言している。

　　また、財政赤字が長期間続くと債務返
済コストが増加し、財政の硬直化を招き、
将来世代に多大な負担を残す（「今日の
赤字は明日の増税」（ジュペ首相の記者
会見での発言））こととなるとの認識で
あった。ただし、97年にGDP比 3 ％以
下にするとの政府の方針については、制
度全体あるいは政府の役割自体を見直さ
ない限り実現できないとの指摘があった。

　⑵　政治的事情
　　緊縮的なスタンスに立って財政運営を
進めることについては、議会からの大き
な反発は見られない。それどころか、議
会においても財政赤字削減の必要性は認
識されるに到っており、96年度予算の審
議過程では、初めて議会側から進んで20
億フランの歳出削減の提案がなされたほ
どとのことであった。

　　なお、フランスでは、憲法上、予算審



議について政府の権限が強い（内閣不信
任案が可決されないかぎり、政府は予算
案を通過させることができる。）ことも、
議会が政府案に反対することが少ない原
因とのことであった。

　⑶　国際的事情
　　政府は、1999年の欧州経済・通貨統合
に向け、マーストリヒト条約に定められ
た条件を満たすため、所要の財政赤字削
減策を講じる必要があるとの認識に立っ
ている。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　景気対策という観点から見ると、近年
のフランスの財政運営は、ほぼ一貫して
引き締めを基調としている。
　　80年代初頭に、社会党政権はケインズ
的拡大政策を採用した。当時、他の欧米
諸国が緊縮財政を進めていたのとは対照
的に、ミッテラン大統領は積極財政を展
開し、企業向け援助の拡大、公務員の増
員による雇用の創出、最低賃金と社会保
障給付の引上げや民間企業の国有化等を
進めた。その結果、財政赤字は拡大した。
しかし、積極財政策によっても雇用情勢
には改善が見られず、インフレの昂進、
貿易赤字の急増など、経済情勢の悪化が
際立ったものとなった。
　　そこで、82年以降、再び引き締め策へ
と転換し、一般行政経費の抑制、国有企
業の民営化等が進められた。90年代に
入ってからも、引き続き緊縮財政の堅持
を基本的スタンスとしつつ、各年度の当
初予算において、景気に配慮した減税、
雇用対策の充実等を行うとともに、93年
6 月、95年 7 月には景気対策等のために
補正予算を活用して（ただし、ネットで
は財政赤字を削減するものとなってい
る）、成長促進を図る方針が採られてい
る。
　　税制上の措置としては、企業の投資促
進、競争力強化等のための法人税減税
（89 年 度～93 年 度、 段 階 的 に 42％
→33.3％）や、家計の購買力を回復する
ための所得税、付加価値税の減税が行わ
れている。
　　また、雇用対策については、職業訓練

の拡充、企業の社会保障負担の軽減、長
期失業者を雇用する企業の助成、若年失
業者を雇用する企業への税制上の優遇等
に重点が置かれている。

　　次に、中長期的な経済成長との関係で
見ても、フランスでは経済成長の促進を
目的とした積極的な財政支出は重視され
ていない。むしろ、財政が出動すること
により財政赤字が拡大し、それによる金
利上昇が経済に悪影響を与えることの方
が問題視されていた。

　　なお、財政政策の乗数効果については、
50年代、60年代には1.6～ 2 と相当あっ
たが、現在の開放経済の下ではそのよう
な効果は期待できないとの指摘があった。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　フランスにおいては、90年代初頭には、
民間研究開発の促進が歳出の重点項目と
して位置づけられ、研究開発関係予算は
7％台の高い伸びを示したが、財政赤字
の拡大や、雇用対策への重点の移動によ
り、95年度は2.2％、96年度予算法案で
は1.9％の伸びにとどまっている。

　　現在では、産業フロンティア開拓のた
めの財政政策を検討するに当たっても、
他の政策の場合と同様、財政赤字の削減
を前提とした上で、他の政策も含めた優
先順位の選択を行うこととなるというの
が政府の認識であり、大蔵省としては、
財源の手当の目安を付けた上で、このよ
うな提案が出されてきた場合には、その
中身をよく吟味することになるとのこと
であった。

5 ．公共投資と公債発行
　　公債発行により公共投資を積極的に行
うという方針はとられていない。優先課
題である失業対策についても、財政の出
動による財政赤字の拡大は金利上昇を通
じてクラウディング・アウトを招いてし
まい、企業は設備投資を控え、結局は雇
用増につながらない、との指摘があった。

6 ．利払費と建設公債
　　建設公債原則に相当するものはなく、
赤字公債、建設公債の区別については一
般的にはあまり議論されていない。

　　一般予算歳出に占める利払費の割合は
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13.5％（95年度当初予算）となっており、
政府が政策的に財源を使える余地は減少
してきていると指摘されている。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
　⑴　財政 5か年計画法
　　94年 1 月に制定された「財政 5か年計
画法」に基づき、歳入が名目成長率と同
率で伸びるという見込みの下に、歳出の
実質の伸率をゼロに抑えることで、赤字
の削減を図ることとしている。
　　シラク大統領の削減計画では、地方政
府等を含めた財政赤字を95年度に 5％、
96年度に 4％、97年度に 3％と削減する
こととしている。

　⑵　厳しい概算要求基準
　　毎年 5月頃、概算要求に先立ち、書簡
により、翌年度の予算編成方針が首相か
ら各大臣に示される。この中では、以下
のような厳しい指針が示され、その後の
予算編成過程では、その指針の下に大蔵
省が各省と協議を行い、まとまらない場
合には首相が裁定を下すとのことであっ
た。
①　財政赤字の対GDP比率の上限（93
年： 2％以内、96年：明示なし）
②　財政支出の伸び率の上限（93年：
3.5％以内、96年：明示なし）
③　経常支出の削減率（93年： 3％、96
年： 8％、いずれも人件費を除く）
④　補助金の削減率（93年：15％、96
年：優先分野を除き15％）

　⑶　歳出削減
　　歳出については、特に、社会保障分野
での削減と、公務員の人件費の抑制が重
視されている。特に重要である社会保障
分野については、95年11月に行われた内
閣改造で、医師会の権益を代表する大臣
を更迭し、後任に実力者を据えたとのこ
とであった。なお、エコノミストからは、
「国が責任を負う範囲について新しい考
え方を導入し、政府部門にしかできない
ことに財政の関与する分野を限定する必
要がある」との指摘があった。
①　社会保障分野の歳出削減策
  2015年からはベビー・ブーム世代が
大量に引退することが予想されること

から、エコノミストからは、社会保障
制度、特に医療保険制度の抜本的な改
革を求める声が上がっている。また、
社会保障については労使間の協議が中
心的役割を果たしているため、議会に
よるコントロールが行われていないと
いう指摘があり、この点の改善を求め
る意見もあった。なお、失業手当につ
いては、給付要件を厳格化した等の改
正により、 4年前の赤字が黒字に転じ
ているが、更に給付期間の短縮化等に
取り組む必要があろうとのことであっ
た。また、医療保険については、過去
16～17回も抜本的な改革が期待されて
失敗している。患者が気まぐれに病院
を次から次に代わり、病院も支出を十
分把握していない状況では何回増税し
ても無駄だとの指摘があった。年金に
ついては、93年に給付水準の引下げや
受給資格の厳格化を行ったが不十分と
の指摘があった。
（注）社会保障分野は現在赤字で、そ
の累積額は2,500億フランに及んで
いるが、フローの赤字を97年には黒
字へ転化させ、累積赤字も13年間で
償還するとの目標の下に、11月15日、
社会保障債務返済税の新設（所得に
対し0.5％課税）、医師が不必要な検
査、処方を行うことに対する規制等
を盛り込んだ改革案が発表されたと
ころである。

②　公務員の人件費の抑制
  公務員の人件費は、一般予算歳出
1.5兆フランの約 3 分の 1（注：日本
では約 7分の 1）を占めており、その
抑制のために人員削減が行われてきて
いるほか、96年度予算法案においては、
給与の凍結が打ち出されている。政府
内には、「民間部門が厳しい競争に直
面しているのに対し、公務員の給与の
実質購買力は減っておらず、全体的な
バランスから見て賃金凍結を行ったと
しても公務員を特に不利に扱うことに
はならない。」との認識があるとのこ
とであった。

⑷　増税



  フランスでは、95年 7 月の補正予算に
おいて付加価値税（18.6％→20.6％）や
法人税（33.3％→36.6％）を一時的に増
税（97年まで）したほか、国内石油製品
税（93年 6 月の補正予算、95年度当初予
算）、アルコール消費税（93年 6 月の補
正予算）、富裕税（95年 7 月の補正予算）
の増税が行われている。
  増税に対する国民からの反発は、歳出
削減ほどには強くないとのことであった
が、他方で、エコノミストからは、租税
負担が重くなりすぎており、これ以上増
税をする余地は残されていないという指
摘もある。
  なお、議会との関係では、政府が議会
に対して優位に立っており、法律全体に
ついて可否を問い、部分修正を許さず、
また解散を示唆するなどして実現してき
ているとのことであった。

　⑸　国有企業の民営化
　　国有企業21社の民営化に伴う政府保有
株式の売却により、3,600億フランの収
入を見込んでいる。93年のバラデュール
内閣により開始されたもので、現在まで
に 8社（注）が民営化され、95年度見込
み額を含め1,230億フランの売却益（94
年GDP比1.7％）を上げている。
　　エコノミストからは、エール・フラン
ス、クレディ・リヨネ銀行等の国営企業
は赤字が大きいとの観点からも、早急に
民営化すべきであるとの指摘があった。
（注 ）現在までに民営化された企業は、
以下の 8社。

　 93年　 パリ国立銀行、ローヌ・プー
ラン（化学）

　 94年　 UAP（保険）、エルフ・アキ
テーヌ（石油）

　 95年　 セイタ（たばこ公社）、ユジ
ノール・サシロール（鉄鋼）、
海運公社、ペシネー（金属）

（別紙 4）
海外調査報告（スウェーデン）

訪問先：スヴェンスカ・ハンデルス銀行
（1995年11月13日）

大蔵省 （1995年11月14日）

1 ．スウェーデンにおける財政政策の概況
　　80年代のバブル経済が破裂し、90年代
に入ってスウェーデン経済は悪化し、高
金利と91年の税制改革（参考参照）等の
影響で内需不足に陥ったこともあり、91
～93年にはマイナス成長を記録した。ま
た、92年には金融不安が表面化したこと
もあり、景気後退と金融機関の支援のた
めに財政収支は急激に悪化した。

　　この金融不安によって通貨切下げ圧力
が高まり、スウェーデン中央銀行は、通
貨不安の原因は経済政策の失敗にあると
して、早急な財政赤字の解消を要求した。
このような状況の下、92年 9 月、保守・
中道政権は、歳出削減と増税を盛り込ん
だ「経済危機克服のためのパッケージ」
を発表した。

　　しかし、財政赤字の拡大は続き、93年
の地方政府等を含めた財政赤字はGDP
比13.4％に達した。このような中、国内
最大の生保会社が公債の引受を拒否する
事態も生じた。

　　94年 9 月に発足した社民党政権は、経
済政策の最優先課題として財政赤字の削
減を挙げ、それによって持続的かつ安定
的な経済成長と雇用の増加を達成するこ
とを目標として、同年11月に経済政策措
置法案を提出し（95年春成立）、さらに、
95/96年度予算についても、「新たなる経
済成長」、「雇用増加」及び「健全な財
政」の基礎を築くことを目標として、社
会保障給付の削減等を盛り込んだ。政府
は、最近の好調な経済の下、これら各種
の財政赤字削減策により、地方政府等を
含めた財政赤字を98年までに7.5％（95
年3.5％、96年2.5％、97～98年1.5％）削
減するとしている。また、公債残高の
GDP比は2000年までに69％まで減少す
るとしている。

　　その後の景気の回復により、財政事情
は改善し、今後の見通しも大幅に改善し
ている。

2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
　⑴　国民の理解
　①　金利低下のメリット
  財政赤字が金利の上昇を招き、これ
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が経済に悪影響を与えているというの
が、政府、民間に共通した認識である。
  そこで、財政赤字の削減により財政
に対する市場の信用を回復させ、金利
を下げることにより、91年の税制改革
等により急増した家計部門の貯蓄が消
費に回り内需の回復を図ることができ
るとしている。
②　国内市場からの圧力
  90年代に入り、不況に加え、金融機
関の救済に多額の公的資金を投入した
ことから財政赤字が急増した。これを
懸念した国内最大の生保会社が「政治
家が一致団結して財政赤字を減らす方
向を示さないかぎり、国債は購入しな
い」と表明したため、金利が 1％ポイ
ント（100ベーシス・ポイント）跳ね
上がり、この市場からの圧力が政府に
財政赤字の削減を強いる方向に作用し
た。
③　将来世代の負担への懸念
  財政赤字が将来世代に負担を残すと
いう認識（「子供に大きな債務を負わ
せてはならない。」）も財政赤字削減の
理由の一つとなっているとのことであ
る。

　⑵　政治的事情
　　財政赤字の削減の重要性については、
議会でもほぼ意見の一致を見ており、そ
もそも財政赤字削減のプロセスは政治の
主導により始まったとのことであった。
　　94年 9 月の選挙の際も、財政赤字の削
減の必要性自体については争いはなく、
どちらが財政を節約できるかということ
が政党間で 1つの争点となったとのこと
である。実際、政権を獲得した社民党は
少数与党であることから、富裕層に対す
る増税では左翼政党と組む一方、社会保
障給付の削減については右翼政党と組む
ことにより、財政赤字削減策につき議会
の了承を得ているとのことである。
　　社民党が、社会保障の充実をも公約に
掲げて政権に就いたにもかかわらず、社
会保障給付の削減等による財政赤字削減
策を進めていることについては、これを
公約違反と批判する者もあり（支持率は、

選挙時の46％から28％まで低下）、社民
党の中でもこの政策の是非についての意
見が分かれているとのことであった。な
お、社民党の社会保障の削減に積極的に
取り組む一連の政策をとらえ、「高福祉
高負担」というスタンスを変更したと言
えるとの指摘もあった。

　⑶　国際的事情
①　クローナの下落を是正する必要性
  エコノミストからは、貯蓄率の低い
スウェーデンにおいては債務の 3割が
外貨建てであるため、財政赤字の削減
によりクローナを上昇させ、為替を安
定させることが重要であると指摘が
あった。

  また、現状ではスウェーデン経済は
好調な輸出産業に支えられているが、
この輸出産業での急激な賃上げが他の
分野に波及しインフレを招くことを懸
念する見方があり、クローナ高によっ
て輸出産業と国内向け産業とのバラン
スをとりたいとの気持ちがあるとの指
摘があった。

②　欧州経済・通貨統合への参加のため
の条件整備

  1999年の欧州経済・通貨統合に向け、
マーストリヒト条約に定められた条件
を満たすため、財政赤字を削減する必
要があるとの指摘があった。なお、
マーストリヒト条約が制約要因となる
ため、社民党政権が人気取りのために
選挙直前に財政政策を緩めることは考
えにくいとの指摘があった。

3 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　産業フロンティア開拓については、財
政上の余裕がないため、自助努力に委ね
るしかないというのが政府のスタンスで
あった。

4 ．利払費と建設公債
　　スウェーデンには建設公債原則に相当
するものはないが、エコノミストからは、
建設公債と赤字公債とを区別することに
より、財政赤字の内容につき有用な情報
を政治家や国民に提供することができる
だろうとの意見もあった。

　　政府は、利払費の増加による財政の硬



直化に懸念を示しており、この点が財政
赤字の削減に取り組む理由の 1つとなっ
ているとのことである。

5 ．財政健全化のためにとられている措置
⑴　社会保障給付を中心とした歳出削減
　　保守・中道政権、社民党政権とも、歳
出削減の中心として社会保障給付の削減
を行っているところである。現社民党政
権は、95年春に成立した経済政策措置法
において、児童福祉手当の廃止、家族手
当や障害者手当の見直し等248億クロー
ナの歳出削減を見込んでいる。また、95/
96年度予算においても、傷病手当の削減
（給料の100％→75％）、失業手当の削減
（給料の100％→90％）等により217億ク
ローナの歳出削減を図っている。
　　さらに、97年 1 月から、早期退職した
時の給付水準を下げることや、基礎年金
を廃止し、払い込んだ保険料に比例する
老齢年金のみの単一の制度とし、国庫負
担の軽減を図ること等を内容とする年金
制度改革を予定しているとのことであり、
このことについて老後の公平を目指した
これまでのスタンスを大きく変えるもの
であるとする見方もあった。
　　今後も、大学までの無料の教育、自己
負担分がほとんどない医療保険について
は手をつけることはないであろうが、失
業手当等については一層の削減が必要と
のことであった。
⑵　増税
　　経済政策措置法においては、所得税の
一時的な引上げ（50％→55％、42億ク
ローナの増収）、資産保有に対する課税
（75億クローナの増収）等が盛り込まれ
た。
⑶　地方政府の財政の見直し
　　96年春より、地方政府を含めた支出に
上限を設けることや、中央政府から地方
政府への補助金を名目ベースで一定にす
ることを検討しているとのことである。

 （参考）
91年の税制改革

　スウェーデンでは、91年に個人所得課税や
法人税の減税及び付加価値税の増税等を含む

大規模な税制改革が行われた。
1．背景
　　高い租税負担のために国民の勤労意欲が
減退しているという問題が認識されていた
ほか、長期的な経済成長のためには、直接
税を減税し働くインセンティブを持たせる
ことが適当であるという判断に加え、それ
までの税制は「抜け道」が多く、悪用され
ていたことに対処する必要があったとのこ
とであった。
2．概要
　　個人所得課税や法人税の減税による減収
分（GDP比 6 ％）の財源を調達するため、
付加価値税の増税が行われ、レベニュー・
ニュートラル（全体として税収総額は変化
がない）が図られた。しかし、その後の不
況により、付加価値税の税収が見込みに達
せず、減税分を補塡できなかったため、
GDP比で2.5％相当の財政赤字になったと
のことであった。
⑴　個人所得課税の減税…国民の勤労意欲
促進のため
・　税率の刻みの簡素化（ 3％、10％、
14％、35％→20％に一本化）

⑵　資本所得課税の適正化…国民の勤労意
欲促進のため
・　改正前は、控除制度やインフレ調整、
軽減措置によって資産ごとに税負担が
異なり、経済的中立性を阻害していた。

  改正により、資産所得を一律30％の
税率で分離課税することとした。さら
に、上記の控除制度等を廃止して一律
の課税とし、中立性を確保した。

⑶　法人税減税…企業の国際競争力を強化
・　税率引下げ（40％→30％）

⑷　租税特別措置の縮減・合理化…租税の
中立性の確保

⑸　付加価値税の増税…減税分の財源の確
保
・　課税ベースの拡大（サービスは原則
非課税であったが、原則課税とした）

・　税率引上げ（23.46％→25％）
⑹　環境関連税制の新設
・　二酸化炭素税、硫黄税の新設

3．影響
　　資本所得課税に係る負担が軽減されたた
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め、家計部門の貯蓄が急増して内需不足に
陥り、これが不況を招いたとのことであっ
た。

（別紙 5）
海外調査報告（米国）

訪問先：CATO研究所（1995年11月 8 日）
大統領府行政管理予算局（OMB）

 （1995年11月 8 日）
ブルッキングス研究所
 （1995年11月 9 日）

1 ．米国における財政政策の概況
⑴　現在までの取組
　　米国においては、1960年代にはケイン
ズ経済学を背景にした拡張的な財政政策
が採られ、1980年代前半にはサプライサ
イド・エコノミックス的な考えからの減
税政策が採られたこともあった。しかし、
財政赤字が拡大するに従い、1980年代半
ば頃から財政赤字が経済の不安定要因に
なると考えられるようになり、財政収支
の均衡を目標とするグラム・ラドマン・
ホリングス法等の法律が成立するなど、
財政赤字の削減が重要な課題として認識
されるようになってきている。
　　93年 1 月に発足したクリントン政権は、
米国経済の再生のためには巨額の財政赤
字を削減する必要があるとの認識に立ち、
同年 2月に発表した包括的経済政策の中
で、短期の景気刺激策、長期的な投資拡
大策と並ぶ 1つの大きな柱として、財政
赤字削減策（94～98年度のネットの赤字
削減額は4,730億ドル）を提案した。
　　これを踏まえた議会審議の過程で、94
年度から 5 年間で総額4,960億ドルの財
政赤字を削減するという内容の1993年の
包括財政調整法（OBRA93）が成立し、
主として高額所得者層を対象とする大幅
な増税と国防費及びメディケア（高齢者
等を対象とする医療保険）支出を中心と
する歳出削減が実施されてきている。
　　これらの努力に加え、景気回復に伴う
増収もあって、95年度の財政赤字は
1,638億ドル（GDP比2.3％）とピーク時
（92年度2,904億ドル（GDP4.9％））より
大幅に改善してきている。

⑵　財政調整法案をめぐる現在の動き
　　96年度予算審議に関しては、議会では、
2002年度の財政収支均衡を目標とする予
算決議が両院で可決（ 6月）され、この
中で、メディケア、メディケイド（低所
得者医療扶助）、社会福祉支出等の削減
の具体策を作成するよう各所管委員会に
指示している。

　　この予算決議を受けて作成された、
2002年度の財政収支均衡のための義務的
経費についての法律改正や減税等を内容
とする財政調整法案が10月末に上下両院
で別々に可決されたが、この中には、
①　メディケアについては、民間医療保
険の利用促進、医師や病院に対する支
払いの抑制、保険料の引き上げ等によ
り、支出の伸びを抑え、7年間で2,700
億ドル削減

②　メディケイドについては、現在の連
邦政府と州政府の共同の施策から、連
邦から州への一括補助金の交付による
州政府の施策に転換することにより、
7年間で1,720～1,820億ドル削減

③　社会福祉については、被扶養児童の
いる低所得家庭への補助、低所得者へ
の食料購入用クーポンの支給、生活に
困窮する高齢者や障害者に対する補助
等について、州への一括補助金の交付
により州の施策に転換することにより、
7年間で660～1,020億ドル削減

　などの歳出削減策が盛り込まれている一方、
7 年間で2,450億ドルの減税を行うことと
している。

　　他方、クリントン大統領は、議会の案に
対しては、削減額が大きすぎ、弱者にしわ
寄せが及ぶとして反対しているが、大統領
もメディケア、メディケイド等の削減によ
り10年間（2005年度まで）で財政収支均衡
を目指す、より緩やかな財政赤字削減案を
発表（ 6月）している（ 7月に計数を見直
し、財政収支均衡年度を2004年度に繰上
げ）。

　　このように1996年度予算審議を巡っては、
2002年度までの財政収支均衡を主張する議
会・共和党と、2004年度までの財政収支均
衡を提案している大統領・民主党が、メ



ディケア等の削減幅等で対立し、議論が続
けられているが、いずれも医療関係費等の
削減にまで踏み込んだ議論を行い、期限を
切って財政収支の均衡を図ろうとしている
点は共通している。
2 ．財政健全化に取り組んでいる背景
⑴　経済的背景
　　1980年代以降のアメリカでは、膨大な
財政赤字と経常収支赤字のいわゆる「双
子の赤字」が経済の不安定要因との認識
が一般となった。このため、財政赤字を
削減することにより、高金利や民間投資
のクラウディング・アウトを避けること
が不可欠とされるに到っている。これに
関しては、財政赤字は長期的には外国か
らの借入で賄われていくしかなく、財政
赤字をなくすことで経常収支赤字も削減
できるという意見もあった。
　　また、財政赤字は将来の世代に利払い
等の負担を負わせるものであり、世代間
のモラルの問題であるとの認識も一般的
であった。このような中で、現行の制度
を前提として各世代の受益・負担を推計
する世代会計の考え方が注目されてきて
おり、大統領予算教書に示された世代会
計の試算によると、現在の財政構造のま
までは、将来世代の負担が、現世代より
も相当程度増えることが明らかになって
いる。クリントン大統領も、95年度の財
政収支実績の発表に際して、「子供たち
から債務の負担を取り除き、将来に投資
するための資金をより多く確保するべく、
財政収支を均衡させなければならない。」
と述べている。また、将来世代の税負担
の急上昇を防ぐためには、現在の債務残
高のみならず、高齢化に伴う将来の社会
保障の負担等も含めて、今のうちに解決
することが必要であり、これらを含める
と、実質の債務残高は10兆ドルにも及ぶ
（現在の債務残高は、政府機関保有分を
除くと3.4兆ドル）、との指摘があった。
⑵　政治的背景
　　92年大統領選挙においては、クリント
ン候補、ブッシュ候補に加え、増税と各
種社会保障制度の見直しによる財政均衡
を主張したペロー候補の間で財政健全化

についての活発な議論が行われた。
　　更に、94年の中間選挙においては、下
院共和党が、その選挙公約「Contract 
with America」の冒頭に財政収支均衡
を義務付ける憲法修正を掲げ、勝利をお
さめた。この憲法修正条項案は上院にお
いて否決されたが、賛成65、反対35と過
半数を得ながら、憲法修正に必要な 3分
の 2 に 2 票足りなかったというもので
あった。

　　これによって、国民の間にも、財政赤
字削減に関する広範囲な支持があること
が強く認識され、その後の米国の財政赤
字削減努力に大きな影響を与え、現在ま
での動きにつながっていると考えられる。

　　このように、米国においては、政府・
議会とも財政赤字削減には積極的であり、
その必要性の認識は共通である。ただし、
米国においてもここまで来るには10～20
年近くかかった、との指摘があった。

　　また、世論は歳出削減の各論には反発
しがちであるが、今年になって雰囲気が
変わってきているとの指摘や、来年の選
挙の時にこのような努力が継続されるか
どうかが大きな関門だとの指摘があった。

3 ．景気対策及び経済成長と財政政策
　　米国においても1960年代には需要拡大
による完全雇用の達成を目標とするケイ
ンズ政策が採られた。しかし、現在では、
公債発行による財政政策は短期的には経
済を刺激するが、結局それは、中長期的
な経済成長をもたらすものではないとの
見方が一般的で、今の米国にケインズ政
策を支持する人はほとんどいない（basi-
cally dead）とのことで、これからも米
国は裁量的な財政政策を採ることはない
だろう、との指摘があった。また、最近
では、景気変動の周期が短くなってきて
おり、景気後退期に財政が何かをやろう
としてもタイミングが嚙み合わずにか
えって逆効果になる、財政政策は自動安
定化機能以外には効果がないとの指摘、
また、財政赤字が累積し、政府債務残高
が増大すれば、結局は増税を要すること
になり、民間投資余力を損なうとの指摘
があった。
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　　更に、むしろ財政赤字削減が優先課題
であるとの指摘や、既に膨大な赤字を抱
えている現状は財政による景気刺激とい
う手段を自ら奪ってしまっている、今の
状態で借入をすればクラウディング・ア
ウトを起こすだけだとの指摘があり、こ
のため、景気対策は財政でなく、金融で
行うという考え方が一般的であった。ま
た、財政政策は長期的課題を解決するた
めに使うべきで、財政政策が経済に与え
る効果は、財政支出の内容、税の仕組み
次第だとの意見もあった。
　　なお、OBRA93が成立してから、金利
の低下や設備投資の増加など、経済が良
好な動きをしているとのことであった。

4 ．産業フロンティア開拓と財政政策
　　クリントン大統領は、科学技術の振興
には力を入れており、現在、中小企業向
けの技術センター設立や基礎研究の推進
等の施策を日本に習うという形で進めて
いるとのことであったが、ゴア副大統領
の提唱した情報通信のいわゆるスー
パー・ハイウェイ構想には、議会の反対
により公的資金の導入は全く行われてい
ない。高度情報化のような分野について
は、規制緩和の方がむしろ重要との認識
があるものと思われた。また、科学技術
の振興等は長期的な課題であり、景気対
策としての財政政策として考えることは
ないとのことであった。

5 ．公共投資と公債発行
　　米国においては、たとえ大きな社会基
盤の整備のための投資であり、後の世代
にとって利益があっても、現在の資金で
投資すべきというのが一般的な考え方で、
経済が悪い時に公債発行して公共事業を
行うという考えは採られていないとのこ
とだった。これに関しては、米国ではイ
ンフラ整備が既に相当進んでいることや、
貯蓄が少ないことを理由にあげる指摘も
あったが、逆にたとえ貯蓄の余剰があっ
ても、公債発行によりこれを使用するよ
うなことは、将来の世代の負担を考える
とすべきではない、現在、既に後世代に
送らざるを得ない負担は相当大きい、と
の意見があった。

6 ．利払費と建設公債
　　債務残高の累増に関しては、利払費の
増大によって財政を圧迫することが強く
懸念されている。また、経済規模と比較
して高水準の財政赤字は、利払費が更に
財政赤字を拡大させ、結局民間設備投資
をクラウド・アウトするとの指摘があっ
た。

　　建設公債については、投資的経費と
言っても財政赤字には変わりがないとい
う意見と、借入について、現在の世代の
ためのものか将来の世代のためのものか
区別する意味で重要とする意見があった。

　　なお、米国の市町村においては、学校、
道路、競技場等を造る、あるいは警察職
員を増員するといった問題で地方債を起
債するに当たっては、それが租税負担の
増に結びつくことからレファレンダムと
いう住民投票にかけることとしている
ケースが多く、常にどこかで住民投票が
行われているとのことであり、これに
よって施策と負担の関係が住民に明らか
にされているものと考えられる。

7 ．財政健全化のためにとられている措置
⑴　90年、93年包括財政調整法（OBRA90、
93）

　　1980年代のグラム・ラドマン・ホリン
グス（GRH）法は、財政赤字の予測が
楽観的に過ぎたことや、例えば年度間の
操作による抜け道の存在によって全く機
能しなかったとのことであり、その反省
の下で、1990年に包括財政調整法（OBRA90）
が制定された。

　　OBRA90は、具体的な財政赤字削減策
として、所得税、各種間接税等の増税や
国防費、メディケア、農業補助金等の歳
出削減を行うとともに、GRH法の反省
の下に、新たに、裁量的経費の上限や、
制度改正による義務的経費の増加を規律
する仕組みを導入した。

　　1993年の包括財政調整法（OBRA93）
においても、高額所得者に対する所得税
率引き上げ、メディケア保険料の課税対
象所得の拡大、法人税の引き上げ等の増
税や、国防費、メディケア、メディケイ
ド支出の削減等からなる具体的財政赤字



削減策とともに、OBRA90の裁量的経費
と義務的経費に関する規律を1998年度ま
で適用延長している。
　（OBRA90、93の具体的財政赤字削減策
の詳細については参考参照）
　　なお、OBRA93の具体的財政赤字削減
策による財政赤字の削減効果は当初、 5
年間総額で4,960億ドルと見込まれてい
たが、現在ではこれが7,000億ドルに達
すると見込んでいるとのことであった。

 OBRA90、93における法的枠組は以下の
通りである。
a． 裁量的経費の上限の設定
  裁量的経費の総額に上限（Cap）を
設定し（1991年度から1998年度までの
上限額の毎年の平均伸率は0.1％）、こ
の上限を超える歳出予算法案（補正予
算を含む）が成立した場合、大統領命
令により裁量的経費に対する一律削減
（経費が上限額の枠内におさまるよう、
例外事項を除く全ての経費に一律の削
減率を適用する）が行われる。これま
でに一律削減は 2回実施されていると
のことであった。
b． 義務的経費のPay-as-you-goの原則
  制度改正により義務的経費を増加さ
せる場合（または減税を行う場合）、
その歳出増（歳入減）に見合った増税
または歳出削減が伴わなければならな
い。仮に、歳出増に見合った増税また
は歳出削減が行われない場合、大統領
命令により義務的経費に対する一律削
減が行われる。これまでに一律削減は
実施されたことはないが、義務的経費
や歳入に関する制度改正による財政赤
字の増加に対する抑止的機能として重
要、との指摘があった。

  これらの制度は比較的よく機能してい
るとの評価であった。更に、現在の議会
の議論では、裁量的経費について実績
（インフレを見込んだベースライン）を
前提とするのではなく、上限額自体を逓
減していくものとすべきという主張があ
り、また、義務的経費にも法律で上限額
を設けるべきとの意見があるとのことで

あった。
  これに関連して、義務的経費の当然増
に対する規律として、クリントン大統領
は1993年に行政命令を発出し、義務的経
費の歳出が93年時点での予測より大きく
伸びそうな時は、大統領は何らかの削減
案を議会に勧告しなければならないこと
としたとのことであった。

  なお、公債残高の上限を法定する1917
年の法律については、生産的なものでは
なく、議会が政府に対して注文をつける
ときに人質をとるための手段という以外
の意味はないとの指摘があった。

⑵　シーリング制度
　　OBRAに基づく裁量的経費の上限の範
囲内に予算を納めるべく、各省庁の予算
要求に先立ち、OMBが各省庁ごとに裁
量的経費（全歳出の約 1 / 3 ）に関する
予算枠を提示するシーリング制度がある。
提示の内容も、その他の政府の予算編成
過程もいっさい非公表であり、各省庁と
の調整がつき、大統領まで了承した形に
なって初めて公開されるとのことであっ
た。

（参考）
OBRA90、OBRA93の具体的赤字削減策

⑴　OBRA90（ 5 年間で約5,000億ドルの赤
字削減効果）
a．歳入増加策（ 5 年間で約1,500億ドル、
平均でGDP比0.5％）
・所得税率の引き上げ（最高税率28％
→31％）、控除の縮減

・自動車燃料税、たばこ税、アルコール
飲料税の増税

・メディケア保険料算定の課税対象所得
上限の引き上げ　　等

b．歳出削減策
・国防費の削減（ 3 年間で約670億ドル、
94・95年度は、非国防裁量的経費と
トータルで約1,150億ドル）

・メディケアの削減（ 5 年間で約820億
ドル）

・農業補助金の削減（ 5 年間で約150億
ドル）

・赤字削減等による利払費の削減　　等
⑵　OBRA93（ 5 年間で4,960億ドルの財政
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赤字削減効果）
a．歳入増加策（ 5 年間で2,410億ドル、平
均でGDP比0.6％）
・高額所得者に対する所得税率引き上げ
（最高税率31％→36％、39.6％）（ 5 年
間で1,150億ドル）
・メディケア保険料の課税対象所得の拡
大（ 5年間で290億ドル）
・公的年金給付の一部の所得算入（ 5年
間で250億ドル）
・輸送燃料税の導入（ 5 年間で240億ド
ル）
・法人税の引き上げ（ 5 年間で160億ド
ル）　　等

b．歳出削減策（ 5年間で2,550億ドル）
・メディケアの削減（入院費用標準価格、
医師報酬の年改定率の物価上昇以下へ
の抑制等）（ 5年間で560億ドル）
・メディケイドの削減（在宅医療サービ
スの選択制の延長等）（ 5 年間で80億
ドル）
・手数料収入による歳出の相殺（電波周
波数の競争入札制度等）（ 5年間で160
億ドル）

・農業補助金の削減（ 5年間で30億ドル）
・国防費の削減（ 5年間で1,110億ドル）
・赤字削減等による利払費の削減　　等
注）OBRA90、93における歳入増加額、
歳出削減額は、その当時の政策に変
更を加えなかった時に見込まれる歳
入・歳出額（ベースライン）と変更
を行った場合の歳入・歳出額との差
額を毎年累計したものである。

（出所 ）財政制度審議会基本問題小委員会
（第 4 回）平成 7 年11月24日配付資料
（3）（財政制度審議会「平成 7年度　財
政制度審議会資料集　基本問題小委員
会編」109-156ページ）。

8-146　平成 8年度の財政事情について
1．　財政の実情については、公債残高などの
計数はもとより、「今後処理を要する措置」
といったものをとりまとめて明らかにする
など、積極的な開示に努めてきたところで
ありますが、来年度の予算編成も本格化し
つつある状況にあり、 7年 9月末税収の発

表を機に、一層のディスクロージャーを図
るべく、現時点における来年度の財政事情
の見通しを御説明したいと思います。

2.⑴ 　我が国の財政は、昭和50年度補正予算
において特例公債の発行を余儀なくされ
て以降、15年間にわたり、毎年度多額の
特例公債に依存せざるを得ない状態にあ
りました。

  この間、政府は歳出の削減・合理化な
ど行財政改革の努力を傾注してまいりま
したが、加えて、昭和60年代のいわゆる
バブル経済による高い税収の伸びにも恵
まれ、平成 2年度予算において、ようや
く特例公債依存体質からの脱却が実現し
たものでありました。

  しかしながら、その後、バブル経済の
崩壊の過程で経済の実力以上に伸びた税
収が減少し、前年度を下回る年が 4年も
続くという戦後初めての事態となってお
ります。

  この間、毎年度の予算編成において歳
出の節減・合理化を行う一方、さまざま
な工夫を講ずるなどして、何とか、当初
予算においては、償還財源措置のない特
例公債の発行を回避してまいりました。

  一方、経済情勢に対しては、累次の経
済対策、補正予算、先行減税などにより
財政として可能な限りの対応を行ってき
ております。これらにより、景気の下支
えに効果が発揮されてきたと考えており
ますし、先般は、さらに、最大規模の経
済対策を実施するための補正予算が成立
したところであります。

  しかしながら、このような財政措置を
講じてきたこともあり、近年、公債残高
は急増し、 6 年度に200兆円を突破した
公債残高が 7 年度末には早くも220兆円
を超える事態となっております。

⑵　足許の 7年度の税収については、これ
までの実績をもとに現段階で試算してみ
ると、補正後予算額を 3兆円程度落ち込
み、その結果、 6年度税収を下回ると見
込まれます。

3.　こうした 7年度の税収動向からみて、 8
年度税収を現時点で見通せば、 7年度当初
予算で見込んだ税収53兆 7 千億円を下回る



可能性が高いと考えられます。なお、 8年
度において特別減税が継続されれば、さら
に減税規模相当額だけ税収の水準が下がる
ことになります。
　　他方、 5年度から国債償還のための財源
の繰入を停止することにより、毎年、 3兆
円超の歳出減を実施し、また、自動車損害
賠償責任再保険特別会計からの繰入など国
の会計間における様々な工夫を財源対策と
して行ってきたところであります。しかし、
このような特例的措置も国債整理基金特別
会計の資金が不足するなどにより、限界に
突き当たりつつあるという状況にあります。
　　その結果、こうした歳入・歳出両面にわ
たる諸要因を勘案し、 8年度の財政収支に
ついて一定の前提をもとに算出してみると、
建設公債の減額を断念するとしても、歳入
と歳出のギャップである要調整額は10兆円
を上回るものとなっております。この
ギャップは構造的なものと考えられ、財政
は今や、容易ならざる事態に立ち至ったと
申し上げざるを得ません。
　　この要調整額に対して、 8年度の予算編
成の過程でどのように対処していくか具体
的な見通しが立っていない段階であります
が、これだけ巨額にのぼっていることから
みて、まことに残念ながら、特例公債の発
行を回避することは困難と言わざるを得ま
せん。まずは、このことを率直に申し上げ
なければなりません。
　　しかしながら、特例公債を発行せざるを
得ない状況であればこそ、歳出削減などの
財政改革に一層強力に取り組み、財政事情
の歯止めなき悪化を防ぎ、後世代への負担
の転嫁である公債発行をできる限り抑制す
るよう努めていくことが、財政当局に課せ
られた責務であると考えております。その
際、優先順位のさらに厳しい選択を行うな
ど、歳出全体の洗い直しを徹底するのはも
ちろん、平常であれば優先すべき分野につ
いても、制度の根本に遡って見直さざるを
得ない場合や当面御辛抱をいただかなくて
はならない場合も出てこようかと思います
し、引き続きさまざまな工夫ができないか
検討することも必要かと思います。この点
については、是非とも各方面の御理解と御

協力をお願いしたいと考えております。
4.　さらに、高齢化の進展など今後の状況を
展望すれば、この厳しい財政事情が景気の
回復に伴いにわかに好転することは困難な
のではないかと思われます。その中で、中
長期的観点から行財政が果たすべき役割や
守備範囲を見直していくことが避けること
の出来ない課題であると考えられます。い
ずれにせよ、すべての財政支出は現在また
は将来の国民の負担によるものであります。
後世代に多大の負担を残さぬよう、公債依
存度の引下げに向けた、たゆまぬ努力が重
要であると考えております。

　　 7か国蔵相・中央銀行総裁会議において、
人口の高齢化等に備え中長期的に財政赤字
を削減することの重要性については認識の
一致をみているところであり、国際機関か
らも同様の指摘を受けております。

5.　 8 年度予算編成につきましては、本格化
しつつあるところでありますが、特に 8年
度の財政事情をお示しするとともに、各位
の御理解と御協力を求めることとした次第
であります。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 4 回）平成
7 年11月24日配付資料（1）「 8 年度の
財政事情について」（財政制度審議会
「平成 7年度　財政制度審議会資料集　
総会・企画部会・法制部会・財政計画
等特別部会編」95-97ページ）。

8-147　 「平成 8年度における財政運営のため
の公債の発行の特例等に関する法律
案（仮称）」について

(平成 8年度特例公債法)

1 ．法律案の趣旨
　　本法律案は、平成 8年度の極めて厳しい
財政事情の下で、適切な財政運営を行うた
め、同年度における公債の発行の特例に関
する措置、厚生保険特別会計年金勘定への
繰入れの特例に関する措置及び外国為替資
金特別会計からの一般会計への繰入れの特
別措置を定めるものである。
2 ．法律案の概要
　⑴ 　特例公債の発行等（10兆1,184億円）
①　特例公債の発行

526　　Ⅲ　予算



平成 8年度　　527

　　 8年度の一般会計の歳出の財源に充
てるため、財政法第 4条第 1項ただし
書の規定等による公債のほか、予算を
もって国会の議決を経た金額の範囲内
で、公債を発行することができること
とする。
② 　特例公債の出納整理期間発行の特例
③ 　特例公債の償還計画表の提出
④ 　特例公債の速やかな減債に努めるも
のとする旨の努力規定

　⑵ 　厚生保険特別会計年金勘定への繰入れ
の特例（8,000億円）
　　 8年度における一般会計から厚生保険
特別会計年金勘定への繰入れについて、
国庫負担額から8,000億円を控除した金
額を繰り入れることとする。
　　なお、後日、将来にわたる厚生年金保
険事業の財政の安定が損なわれることの
ないよう、予算の定めるところにより、
8,000億円及びその運用収入相当額の合

算額に達するまでの金額を一般会計から
繰り入れることとする。

　⑶ 　外国為替資金特別会計からの一般会計
への繰入れ（2,000億円）

　　 8年度において、外国為替資金特別会
計から、外国為替資金特別会計法第13条
の規定により 7年度の決算上の剰余金の
一部を繰入れるほか、2,000億円を一般
会計に繰り入れることができることとす
る。

（出所 ）財政制度審議会総会（第 7 回）平成
8 年 1 月17日配付資料（1）「平成 7 年
度補正予算及び平成 8 年度の概要につ
いて」、「「平成 8年度における財政運営
のための公債の発行の特例等に関する
法律案（仮称）」について」（財政制度
審議会「平成 7 年度　財政制度審議会
資料集　総会・企画部会・法制部会・
財政計画等特別部会編」355ページ）。



8-
14
8　
「
建
議
」
及
び
「
報
告
」
の
平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
主
な
措
置
状
況

 
（
総
論
）

「
建
議
」・
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◎
 　
優
先
順
位
の
さ
ら
に
厳
し
い
選
択
を
行
う
な
ど
、
歳
出
全

体
の
洗
い
直
し
を
徹
底
す
る
ほ
か
、
真
に
必
要
な
財
政
需
要

に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
限
ら
れ
た
財
政
資
金
の
配
分

の
効
率
化
・
重
点
化
を
一
段
と
徹
底
す
べ
き
。

○
 　
9
年
度
以
降
の
財
政
改
革
へ
の
地
な
ら
し
と
し
て
、
一
般
歳
出
に
つ
い
て
は
従
来
に
も
増
し
て
洗
い
直
し
を
行
い
、
特
に
経
常
部
門
経

費
を
厳
し
く
抑
制
（
対
前
年
 1
.5％
増
）
す
る
一
方
、
投
資
部
門
に
つ
い
て
は
、
5.2
％
の
伸
び
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
国
民
生
活
の
質

の
向
上
や
今
後
の
我
が
国
の
経
済
・
社
会
の
発
展
の
た
め
の
基
盤
な
ど
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
即
応
し
た
真
に
必
要
な
施
策
に
つ
い
て

は
、
資
金
を
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

〔
主
要
経
費
別
伸
率
の
推
移
〕

4’
5’

6’
7’

8’

社
会
保
障
関
係
費

4.3
3.2

2.6
3.3

2.6
文
教
及
び
科
学
振
興
費

5.4
2.4

2.4
2.0

2.5
恩
給
関
係
費

▲
1.4

▲
0.4

▲
0.8

▲
2.0

▲
3.9

防
衛
関
係
費

3.8
1.9
5

0.9
0.8
6

2.5
8

公
共
事
業
関
係
費

5.3
5.7

4.7
4.6

4.7
　
含
N
T
T
等
事
業
分

4.5
4.8

4.0
4.0

4.0

経
済
協
力
費

7.0
5.7

4.4
3.6

3.5
（
O
D
A
）

7.8
6.5

4.8
4.0

3.5
中
小
企
業
対
策
費

0.3
▲
0.2

▲
3.8

▲
1.0

▲
0.1

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費

6.6
3.8

3.2
0.9

1.5
主
要
食
糧
関
係
費

▲
8.3

▲
9.0

▲
11
.9

▲
0.7

▲
0.7

そ
の
他
の
事
項
経
費

5.1
3.3

1.5
6.9

0.2

一
般
歳
出
計

4.5
3.1

2.3
3.1

2.4

〔
経
　
常
〕

4.1
2.4

1.7
2.6

1.5
〔
投
　
資
〕

5.8
6.0

4.8
5.1

5.2

う
　
ち

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
金

＋
2.7

国
立
学
校
特
会
へ
繰
入

＋
0.8

科
学
技
術
振
興
費

＋
10
.9

う
　
ち

社
会
福
祉
費

＋
9.4

保
健
衛
生
対
策
費

▲
3.5

　
　
　
　
　
○
 　
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
新
防
衛
大
綱
の
下
で
の
最
初
の
予
算
で
あ
り
、
極
力
圧
縮
に
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
歳

出
化
経
費
の
大
幅
増
等
の
事
情
に
よ
り
対
前
年
度
2.5
8％
増
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
○
　
O
D
A
に
つ
い
て
は
、
深
刻
な
財
政
事
情
の
下
、
厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
伸
率
を
圧
縮
。

　
　
　
　
　
○
　
主
要
食
糧
関
係
費
（
従
来
の
食
糧
管
理
費
）
に
つ
い
て
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’）
の
約
4
分
の
1
。

528　　Ⅲ　予算



平成 8年度　　529
「
建
議
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◎
　
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て

○
 　
我
が
国
財
政
が
特
例
公
債
を
発
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
危
機

的
状
況
に
直
面
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
厳
し
い
現
状
を
直
截

に
国
民
に
開
示
し
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
れ
ら
の
措
置
に
つ

い
て
は
、
こ
の
際
、
改
め
て
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
で

あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
事
業
の
運
営
に
支
障
が
生
じ
な
い
か
は
も
ち
ろ
ん
、
個
々

の
措
置
に
則
し
て
そ
の
制
度
・
施
策
の
あ
り
方
に
立
ち
返
り
、

ど
こ
ま
で
こ
う
し
た
臨
時
緊
急
の
措
置
を
と
り
得
る
か
に
つ

い
て
、
今
ま
で
以
上
に
慎
重
に
検
討
し
た
上
で
、
ぎ
り
ぎ
り

や
む
を
得
な
い
も
の
に
止
め
て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
い
わ
ゆ
る
特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
に
つ
い
て
は
、「
建
議
」
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
基
づ
き
、
8
年
度
予
算
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
厳

し
い
財
政
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
個
々
の
措
置
に
則
し
て
、
慎
重
に
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
8
年
度
に
お
い
て
は
大

幅
に
縮
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

特
例
的
歳
出
削
減
措
置
等
の
7
年
度
と
8
年
度
の
比
較

措
　
　
　
　
　
　
置

7
年
度

8
年
度

1
．　
定
率
繰
入
れ
等
の
停
止

32
,45
7億
円
―

2
．　
 社
会
資
本
整
備
特
別
措
置
法
に
よ
る
貸
付
け
に
係
る
特
例

（
11
,08
7億
円
）
―

3
．　
決
算
調
整
資
金
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

5,6
63
億
円
―

4
．　
 一
般
会
計
に
お
い
て
承
継
し
た
債
務
等
の
資
金
運
用
部
に
対
す
る
償
還
の
特
例

8,0
54
億
円
―

5
．　
 厚
生
年
金
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
厚
生
保
険
特
別
会
計
年
金
勘
定
へ
の
繰
入

れ
の
特
例

4,1
50
億
円

8,0
00
億
円

6
．　
 国
民
年
金
国
庫
負
担
金
の
平
準
化
措
置
に
よ
る
加
算
額
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
国
民
年

金
特
別
会
計
国
民
年
金
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の
特
例

2,3
72
億
円
―

7
．　
 雇
用
保
険
事
業
に
係
る
一
般
会
計
か
ら
の
労
働
保
険
特
別
会
計
雇
用
勘
定
へ
の
繰
入
れ
の

特
例

30
0億
円
―

8
．　
 外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ

3,5
00
億
円

2,0
00
億
円

9
．　
 自
動
車
損
害
賠
償
責
任
再
保
険
特
別
会
計
か
ら
の
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ

3,1
00
億
円
―

合
　
　
　
　
　
　
計

59
,59
6億
円

10
,00
0億
円

○
 　
上
記
の
趣
旨
も
踏
ま
え
、
仮
に
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を

停
止
し
た
場
合
に
は
、
国
債
整
理
基
金
の
運
営
に
支
障
が
生

ず
る
こ
と
と
な
る
8
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
国
債
整
理
基

金
特
別
会
計
法
に
基
づ
き
、
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を
実
施

す
る
こ
と
が
適
当
と
考
え
る
。

　
国
債
費
の
定
率
繰
入
れ
を
法
律
の
原
則
ど
お
り
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

1
．
社
会
保
障

⑴
　
医
療
保
険
制
度
改
革

◯
 　
8
年
度
に
は
老
人
医
療
に
お
け
る
薬
剤
投
与
の
適
正
化
を

図
っ
た
り
、
長
期
入
院
を
是
正
す
る
措
置
を
採
る
な
ど
し
て

老
人
医
療
費
を
中
心
と
す
る
医
療
費
の
適
正
化
・
合
理
化
を

行
う
と
同
時
に
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
保
険
給
付
で
賄
う

部
分
と
患
者
の
負
担
に
よ
り
賄
う
部
分
と
を
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
に
よ
り
医
療
の
質
を
高
め
、
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る

よ
う
な
措
置
を
採
る
べ
き
。
更
に
、
そ
の
後
、
9
年
度
に
は

医
療
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組
む
べ
き
。

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
老
人
等
の
外
来
医
療
等
の
包
括
化
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
 診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
大
蔵
大
臣
、
厚
生
大
臣
の
事
前
協
議
に
お
い
て
、
平
成
9
年
度
に
は
抜
本
的
な
医
療
保
険
制
度
改
革
に
取
り
組

む
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
。

⑵
　
当
面
の
医
療
費
の
適
正
化
・
合
理
化

◯
 　
8
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い
て
は
、
国
民
医
療
費
が

引
き
続
き
高
い
伸
び
を
示
す
一
方
、
賃
金
、
物
価
が
落
ち
着

い
た
動
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
や
医
療
保
険
財
政
の
厳
し
い

現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
厳
に
抑
制
し
た
も
の
に
す
べ
き
で
あ

る
。

・
 8
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
は
、
薬
価
の
引
下
げ
、
診
療
報
酬
の
合
理
化
等
に
よ
り
捻
出
さ
れ
る
財
源
の
範
囲
内
で
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
薬
剤
使
用
に
つ
い
て
の
出
来
高
払
い
を
見
直
し
包
括
化
を

一
層
進
め
る
こ
と
、
新
薬
を
含
め
薬
剤
価
格
の
抑
制
を
図
る

こ
と
、
適
切
な
形
で
の
医
薬
分
業
を
推
進
す
る
こ
と
と
い
っ

た
措
置
を
8
年
度
か
ら
着
実
に
実
行
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
 ①
老
人
等
の
外
来
医
療
等
の
包
括
化
を
図
る
ほ
か
、
②
薬
価
の
引
下
げ
や
再
算
定
の
ル
ー
ル
化
、
③
適
正
な
医
薬
分
業
を
推
進
す
る
た
め

の
調
剤
報
酬
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
病
床
数
の
削
減
、
医
師
数
の
削
減
を
含
め
た
医
療
の
総
供

給
量
の
削
減
を
一
層
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

・
一
般
病
床
の
療
養
型
病
床
群
等
へ
の
転
換
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

・
医
学
部
・
歯
学
部
定
員
（
募
集
人
員
）
削
減
問
題
に
継
続
的
に
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
　
特
定
療
養
費
を
一
層
活
用
す
べ
き
。

・
初
診
料
、
再
診
料
を
、
保
険
給
付
と
自
己
負
担
を
組
み
合
わ
せ
た
特
定
療
養
費
の
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
医
療
の
内
容
、
価
格
等
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
を
推
進
す

べ
き
。

・
 患
者
へ
の
情
報
提
供
に
資
す
る
た
め
、
国
立
大
学
病
院
等
に
お
い
て
発
行
す
る
領
収
書
に
医
療
内
容
及
び
自
己
負
担
額
、
保
険
支
払
額
等

の
請
求
額
の
内
訳
を
明
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

530　　Ⅲ　予算



平成 8年度　　531
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
国
立
病
院
・
療
養
所

◯
 　（
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
に
つ
い
て
は
）
今
後
は

福
祉
施
設
へ
の
転
換
等
を
含
む
新
た
な
展
開
を
活
用
し
て
、

再
編
成
計
画
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
 昭
和
60
年
3
月
29
日
付
閣
議
報
告
「
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
合
理
化
の
基
本
指
針
」
に
基
づ
く
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成
計

画
に
よ
る
国
立
病
院
の
統
合
を
引
き
続
き
推
進
。
平
成
8
年
7
月
に
国
立
療
養
所
松
本
城
山
病
院
、
国
立
療
養
所
東
松
本
病
院
を
統
合
す

る
予
定
。

◯
 　
8
年
度
の
国
立
病
院
・
療
養
所
に
対
す
る
一
般
会
計
か
ら

の
繰
入
に
つ
い
て
は
、
経
営
合
理
化
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ

と
と
し
て
、
7
年
度
予
算
に
引
き
続
き
、
そ
の
縮
減
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

・
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
縮
減
。

7
年
度

8
年
度

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
額

2,4
86
億
円
⇒
2,1
96
億
円

（
繰
入
率

23
.7％

→
20
.6％
）

⑷
　
恩
給

◯
 　
年
金
制
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
見
直
し
を
推
進
す
べ

き
。
ま
た
、
新
規
の
個
別
改
善
は
行
わ
な
い
こ
と
と
す
べ
き
。
・
恩
給
年
額
を
平
成
8
年
4
月
か
ら
0.7
5％
引
き
上
げ
る
ほ
か
、
遺
族
加
算
の
引
上
げ
等
を
行
う
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

2
．
文
教
・
科
学
振
興

⑴
　
基
本
的
考
え
方

◯
 　
文
教
予
算
の
編
成
に
当
た
っ
て
は
、
国
と
地
方
の
機
能
分

担
及
び
費
用
負
担
の
在
り
方
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化
等
の

観
点
か
ら
、
各
種
経
費
の
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
。

・
 国
と
地
方
の
機
能
分
担
、
費
用
負
担
の
在
り
方
等
の
観
点
か
ら
、
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金
等
を
一
般
財
源
化
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

⑵
　
義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

◯
 　
負
担
対
象
等
に
つ
い
て
見
直
し
を
進
め
て
い
く
必
要
。

⑶
　
義
務
教
育
教
科
書
無
償
給
与
制
度

◯
 　
有
償
化
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
進
め
る
べ
き
。

・
 財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
等
の
観
点
か
ら
、
今
後
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
8
年
度
予
算
で
は
無
償
措
置
を
継
続
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

⑷
 　
高
等
教
育
、
私
学
に
係
る
負
担
の
在
り
方

◯
 　
初
等
中
等
教
育
と
高
等
教
育
の
間
で
財
源
配
分
の
見
直
し

を
行
っ
た
上
で
、
施
設
・
設
備
の
老
朽
化
、
狭
隘
化
が
特
に

著
し
い
大
学
に
つ
い
て
、
そ
の
設
備
等
の
整
備
、
改
善
を
重

点
的
、
計
画
的
に
進
め
る
べ
き
。

◯
 　
国
立
大
学
の
授
業
料
に
つ
い
て
は
、
国
立
大
学
と
私
立
大

学
と
の
格
差
の
現
状
及
び
高
等
教
育
の
改
善
等
の
た
め
の
特

別
会
計
に
お
け
る
自
己
財
源
確
保
の
必
要
性
を
も
考
慮
し
、

適
正
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
 　
さ
ら
に
、
学
部
別
授
業
料
の
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
を
進

め
る
べ
き
。

・
 私
立
大
学
と
の
格
差
是
正
や
国
立
学
校
特
別
会
計
の
自
己
財
源
の
確
保
を
図
る
観
点
か
ら
、
平
成
9
年
度
入
学
者
よ
り
授
業
料
の
引
上
げ

を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

◯
 　
私
学
助
成
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
総
額
抑
制
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
重
点
的
、
効
率
的
配
分
等
内
容
の
見
直
し
を

進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

・
 私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
及
び
私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
国
の
財
政
事
情
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議

会
の
答
申
等
を
踏
ま
え
、
そ
の
総
額
を
抑
制
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

7
年
度

8
年
度

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金

28
03
.5億
円

⇒
28
75
.5億
円

私
立
高
等
学
校
等
経
常
費
助
成
費
補
助
金

66
6 　
億
円

⇒
70
6　
億
円

532　　Ⅲ　予算



平成 8年度　　533
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑸
　
科
学
技
術
、
学
術

◯
 　
今
後
と
も
各
種
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
時
々

の
財
政
事
情
を
踏
ま
え
、
政
府
と
民
間
の
役
割
分
担
の
視
点

に
留
意
し
つ
つ
、
研
究
制
度
の
見
直
し
や
優
先
順
位
の
厳
し

い
選
択
を
行
い
、
客
観
的
か
つ
適
正
な
外
部
評
価
を
進
め
る

な
ど
、
一
層
の
重
点
的
か
つ
効
率
的
な
資
金
配
分
を
行
う
こ

と
が
必
要
。

1
 ．
我
が
国
科
学
技
術
・
学
術
の
振
興
の
観
点
か
ら
、
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
の
充
実
、
若
手
研
究
者
の
確
保
・
養
成
等
に
重

点
的
に
資
金
配
分
し
て
い
る
。

7
年
度

8
年
度

・
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
の
充
実

0
32
0億
円

・
若
手
研
究
者
の
確
保
・
養
成
（
特
別
研
究
員
制
度
の
充
実
等
）

3,7
75
人

5,9
38
人

◯
 　
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
必
要
性
、
緊

急
性
や
後
年
度
負
担
の
状
況
を
十
分
検
討
し
、
新
規
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
着
手
を
厳
に
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
既
定
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
も
緊
要
度
に
応
じ
て
進
度
調
整
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

2
 ．
公
募
方
式
等
に
よ
る
基
礎
研
究
開
発
推
進
事
業
に
お
い
て
、
各
研
究
課
題
に
つ
き
、
研
究
の
中
間
段
階
あ
る
い
は
終
了
後
に
外
部
研
究

者
を
含
む
者
に
よ
る
成
果
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

3
 ．
宇
宙
開
発
関
係
経
費
（
科
学
技
術
庁
分
）
に
つ
い
て
は
、
既
定
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
度
調
整
を
図
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
伸
率
を
抑
制

し
て
い
る
。

 
7
年
度
 

8
年
度

　
　
・
伸
率
：
0.5
％
　
1,7
70
億
円
　
1,7
79
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

3
．
防
衛

◯
 　
新
規
正
面
装
備
の
導
入
は
、
翌
年
度
以
降
の
歳
出
化
増
と

な
る
だ
け
で
な
く
、
後
方
に
お
い
て
も
、
施
設
整
備
費
、
教

育
訓
練
費
、
運
用
経
費
（
油
代
、
検
査
・
修
理
費
等
）
の
増

大
を
招
き
、
二
重
の
硬
直
化
を
招
く
。
限
ら
れ
た
資
金
を
最

大
限
有
効
に
活
用
し
て
防
衛
能
力
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、

正
面
装
備
は
無
理
の
な
い
規
模
に
抑
制
し
、
正
面
経
費
が
正

面
装
備
の
維
持
運
用
に
必
要
と
な
る
後
方
経
費
を
圧
迫
し
な

い
よ
う
な
構
造
と
す
る
こ
と
が
必
要
。
8
年
度
以
降
の
防
衛

予
算
を
編
成
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
点
に
十
分
留
意
し
、

正
面
契
約
額
の
抑
制
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
特
に
重
要
。

◯
 　
8
年
度
防
衛
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
防
衛
力
の
合
理
化
・
効
率
化
・
コ
ン
パ
ク
ト
化
を
定
め
た
新
防
衛
大
綱
の
下
で
の
最
初
の
予
算
で

あ
り
、
容
易
な
ら
ざ
る
財
政
事
情
等
を
踏
ま
え
、
極
力
圧
縮
に
努
め
た
と
こ
ろ
。
新
中
期
防
の
下
で
効
率
的
で
節
度
あ
る
防
衛
力
の
整
備

を
図
っ
て
い
く
中
、
過
去
の
契
約
の
支
払
い
で
あ
る
歳
出
化
経
費
の
大
幅
増
等
の
事
情
に
よ
り
対
前
年
度
2.5
8％
増
と
な
っ
た
。
歳
出
化

経
費
の
増
加
だ
け
で
＋
2.2
％
の
増
要
因
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
最
大
限
の
圧
縮
に
努
力
。

（
単
位
：
億
円
、
％
）

7
年
度

8
年
度

対
前
年
度
増
減

対
前
年
度
増
減

防
衛
関
係
費

47
,23
6

40
1　
（
　
0.8
6 
）

48
,45
5

1,2
19
　（
　
2.5
8 
）

う
ち
人
件
糧
食
費

20
,71
4

73
9
＜
　
1.6
 ＞

20
,76
0

46
＜
　
0.1
 ＞

　
　
歳
出
化
経
費

16
,76
0
▲
54
1
＜
▲
1.2
 ＞

17
,78
8

1,0
28
＜
　
2.2
 ＞

　
　
一
般
物
件
費

9,7
61

20
2
＜
　
0.4
 ＞

9,9
07

14
5
＜
　
0.3
 ＞

（
注
）　
（
　
　
）
書
は
対
前
年
度
伸
率
。
＜
　
　
＞
書
は
寄
与
度
。

◯
 　
正
面
経
費
に
つ
い
て
は
、
消
費
税
ア
ッ
プ
分
を
除
き
対
前
年
度
マ
イ
ナ
ス
に
抑
制
。
正
面
契
約
額
の
最
近
の
推
移
を
見
る
と
、
平
成
2

年
度
を
ピ
ー
ク
と
し
て
相
当
程
度
の
抑
制
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
特
に
7
年
度
の
8,2
50
億
円
は
、
2
年
度
の
10
,72
7億
円
に
比
べ
て
30
％

低
い
水
準
。
8
年
度
は
極
め
て
抑
制
さ
れ
た
7
年
度
の
正
面
契
約
額
に
対
し
、
実
力
で
更
に
▲
50
億
円
の
減
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

正
面
抑
制
の
基
調
を
維
持
。

　〔
正
面
契
約
額
の
推
移
〕

（
単
位
：
億
円
、
％
）

63
’

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

8’
正
面
契
約
額

9,8
05

10
,20
7

10
,72
7

8,9
85

8,6
50

8,8
00

8,8
20

8,2
50

8,3
52

　
伸
　
率

8.2
4.1

5.1
▲
16
.2

▲
3.7

1.7
0.2

▲
6.5

1.2
除
く
消
費
税
ア
ッ
プ
分

8,2
00

▲
0.6
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「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

4
．
公
共
事
業

◯
 　
平
成
6
年
度
及
び
7
年
度
の
両
年
度
に
お
い
て
は
、「
公

共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」
の
考
え
方
、
及

び
昨
年
策
定
さ
れ
た
「
公
共
投
資
基
本
計
画
」
の
考
え
方
を

踏
ま
え
、
公
共
事
業
の
配
分
に
つ
い
て
、
従
来
に
な
い
相
当

の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ

て
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
資
す
る
分
野
を
中
心
に
思
い

切
っ
た
重
点
投
資
を
行
っ
て
い
く
こ
と
は
時
代
の
要
請
で
あ

り
、
引
き
続
き
投
資
の
重
点
化
、
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
べ

き
。

（
参
考
）

　「
公
共
事
業
の
配
分
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
」（
抜
粋
）

　
現
行
の
各
公
共
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
複
数
の
事
業
項
目
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
別
す
れ
ば
、
次
の
通
り
、
A
生

活
環
境
整
備
、
B国
土
保
全
、
C産
業
基
盤
整
備
の
三
つ
の

類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

　
A
 　
住
宅
、
下
水
道
、
農
業
集
落
排
水
、
上
水
道
、
廃
棄

物
処
理
施
設
、
公
園
、
生
活
圏
内
道
路
、
等

　
B 　
治
水
、
海
岸
、
森
林
整
備
（
治
山
、
造
林
、
林
道
）、

等
　
C 　
工
業
用
水
、
漁
港
、
沿
岸
漁
場
整
備
、
港
湾
、
農
業

生
産
基
盤
、
等

　
三
類
型
の
優
先
順
位
は
、
上
記
⑵
「
配
分
の
見
直
し
に
あ

た
っ
て
の
考
え
方
」
の
下
で
次
の
理
由
に
よ
り
、
A
、
B、

Cの
順
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

◯
 　
本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
、
社
会
資
本
整
備
を
着
実
に
推
進
し
、
併
せ
て
景
気
の
着
実
な
回
復
に
資
す
る
た
め
、

一
段
と
厳
し
い
財
政
事
情
の
下
で
一
般
歳
出
を
対
前
年
度
 2
.4％
と
低
い
伸
び
に
抑
え
て
い
る
中
に
あ
っ
て
、
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い

て
は
、
対
前
年
度
 4
.0％
の
高
い
伸
び
を
確
保
。

〔
7
年
度
当
初
〕

4.0
％

〔
8
年
度
当
初
〕

9
兆
3,4
23
億
円

→
9
兆
7,1
99
億
円
（
注
）
N
T
T
事
業
償
還
時
貸
付
金
を
除
く
（
以
下
同
じ
。）
。

◯
　
生
活
者
重
視
等
の
視
点
に
立
っ
た
重
点
投
資

　
 　
公
共
事
業
の
配
分
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
生
活
の
質
の
向
上
に
結
び
つ
く
分
野
を
は
じ
め
、
21
世
紀
に
向
け
て
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ

に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
、
思
い
切
っ
た
重
点
投
資
を
行
う
な
ど
、
更
に
重
点
的
・
効
率
的
に
配
分
。

　
　
＜
一
般
公
共
事
業
別
伸
率
（
対
前
年
度
）
＞

新
幹

線
13
.4％

自
然

公
園

13
.1％

市
街
地
整
備

8.5
％

環
境
衛

生
8.0
％

空
港

7.3
％

都
市

公
園

6.0
％

都
市
・
幹
線
鉄
道

5.5
％

道
路

整
備

3.8
％

治
水

3.4
％

農
業
農
村
整
備

2.6
％

港
湾

2.0
％

漁
港

1.3
％

工
業
用

水
0.0
％

一
般

公
共
 
4.1
％

◯
　
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
の
変
更

　
 　
重
点
投
資
の
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
の
シ
ェ
ア
は
、
相
当
大
き
く
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
各
々
の
事
業
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計

は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.6
％
。
省
庁
別
の
シ
ェ
ア
の
変
更
幅
の
合
計
は
、
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
各
々
約
0.3
％
。
（
単
位
：
％
）

61
’

62
’

63
’

元
’

2’
3’

4’
5’

6’
7’

8’

事
業
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

（
0.9
）

0.3
0.3

0.9
0.2

0.1
0.3

0.2
0.5

1.6
0.7

0.6

※
　
2.9
（
2.2
）

所
管
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

（
0.4
）

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.2

0.2
0.2

0.9
0.4

0.3

※
　
1.6
（
1.2
）

（
試
算
）

機
能
別
シ
ェ
ア
の

変
更
幅
の
合
計

1.3
1.7

（
注
 ）（
　
）
書
は
、
6
年
度
に
お
け
る
公
共
事
業
関
係
費
の
範
囲
の
見
直
し
前
の
変
更
幅
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
※
は
、
直
近

3
か
年
の
累
積
変
更
幅
を
表
す
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
公
共
事
業
の
各
事
業
の
中
に
お
い
て
も
、
社
会
経
済
情
勢

の
変
化
、
国
民
の
ニ
ー
ズ
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
国
民
生

活
・
経
済
の
基
盤
と
し
て
真
に
必
要
な
社
会
資
本
を
整
備
す

る
よ
う
、
投
資
の
重
点
化
、
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
べ
き
。

　
 　
こ
れ
ま
で
も
、
各
事
業
の
中
で
の
内
容
変
化
、
重
点
化
は

着
実
に
進
行
し
、
特
に
近
年
に
お
い
て
は
、
そ
の
傾
向
が
顕

著
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
各
事
業
の
投
資
重
点
の
変
化
等
も

含
め
、
公
共
事
業
の
内
容
と
そ
の
変
化
を
出
来
る
限
り
わ
か

り
や
す
く
示
す
よ
う
努
め
る
こ
と
も
重
要
。

◯
 　
各
事
業
の
中
で
、
事
業
全
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
「
生
活
環
境
整
備
」
と
さ
れ
て
い
な
い
事
業
の
中
で
も
生
活
的
な
事
業
内
容
に
重
点

を
移
し
た
り
、
情
報
化
対
応
・
経
済
構
造
改
革
と
い
っ
た
必
ず
し
も
「
生
活
」
と
は
言
え
な
い
分
野
も
含
め
、
新
た
な
時
代
の
ニ
ー
ズ
に

応
じ
た
重
点
的
・
効
率
的
配
分
に
努
め
て
い
る
。

　
＜
各
事
業
の
中
に
お
け
る
生
活
的
な
事
業
内
容
等
の
新
し
い
事
業
の
伸
率
（
対
前
年
度
）＞

・
治
　
　
　
　
水

3.4
％

　
　
う
ち
　
市
街
地
整
備
型
高
規
格
堤
防
整
備

25
.7％

・
道
　
　
　
　
路

3.8
％

　
　
う
ち
　
高
規
格
幹
線
道
路
整
備

20
.2％

・
港
　
　
　
　
湾

2.0
％

　
　
う
ち
　
特
定
重
要
港
湾
等
整
備

9.4
％

・
農
業
農
村
整
備

2.6
％

　
　
う
ち
　
農
業
集
落
排
水

8.8
％

◯
 　
平
成
7
年
度
予
算
編
成
時
に
は
い
わ
ゆ
る
公
共
事
業
の
類

似
事
業
間
の
調
整
問
題
を
検
討
し
、
的
確
な
計
画
調
整
等
の

必
要
性
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
こ
の
点
に

つ
い
て
は
関
係
省
庁
等
の
間
で
密
接
に
連
絡
を
と
り
な
が
ら

引
き
続
き
着
実
な
前
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

　
 　
更
に
、
限
ら
れ
た
期
間
内
に
投
資
の
実
効
性
を
あ
げ
る
た

め
に
は
、
必
要
に
応
じ
複
数
事
業
、
複
数
省
庁
が
連
携
・
協

調
し
て
共
通
の
政
策
課
題
へ
の
対
応
を
図
っ
て
い
く
よ
う
な

省
庁
横
断
的
・
政
策
分
野
横
断
的
な
努
力
と
工
夫
を
行
う
こ

と
も
重
要
。

◯
　
公
共
事
業
に
お
け
る
類
似
し
た
事
業
間
の
調
整
に
つ
い
て

　
1
．
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
及
び
合
併
浄
化
槽
等

　
・
 　
各
県
等
の
担
当
部
局
が
市
町
村
と
調
整
を
図
り
、
広
域
的
な
見
地
か
ら
効
率
的
な
施
設
整
備
を
進
め
る
た
め
、
各
都
道
府
県
に
お
い

て
は
、
各
種
の
汚
水
処
理
事
業
の
整
備
区
域
、
手
法
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な
ど
を
定
め
る
「
汚
水
処
理
の
整
備
に
係
る
都
道
府
県
構
想
」

を
策
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
。

　
・
 　
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
各
施
設
の
合
理
的
な
配
置
計
画
の
策
定
の
指
導
・
支
援
等
を
行
う
た
め
、建
設
、農
水
及
び
厚
生
の
3
省
に

よ
り
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
等
に
係
る
関
係
省
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
協
議
を
行
い
、
3
省
連
名
で
「
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
関

す
る
構
想
策
定
に
関
す
る
基
本
方
針
に
つ
い
て
」を
都
道
府
県
担
当
部
局
宛
に
通
知
し
、そ
の
策
定
及
び
円
滑
な
事
業
の
推
進
を
図
る
よ

う
要
請
し
た
。

　
・
 　
建
設
、
農
水
及
び
厚
生
の
3
省
は
、
汚
水
処
理
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
、
近
接
事
例
の
調
整
や
調
整
費
の
活
用
等
を
内
容
と
す
る

「
類
似
し
た
事
業
間
の
調
整
に
つ
い
て
」
を
申
し
合
わ
せ
た
。

　
2
．
道
路
と
農
道

　
・
 　
地
域
の
幹
線
道
路
の
整
備
計
画
及
び
広
域
農
道
等
に
つ
い
て
調
整
の
図
ら
れ
た
「
地
域
道
路
整
備
計
画
」
を
策
定
、
公
表
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。

　
・
 　
建
設
・
農
水
両
省
間
に
お
い
て
、
情
報
交
換
及
び
調
整
の
円
滑
化
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
「
道
路
と
農
道
に
関
す
る
連

絡
調
整
会
議
」
を
新
た
に
設
置
し
た
。

　
3
．
国
土
総
合
開
発
事
業
調
整
費
の
活
用

　
　
 　
道
路
と
農
道
、
建
設
、
農
水
及
び
運
輸
の
各
省
が
所
管
す
る
海
岸
事
業
及
び
下
水
道
と
農
業
集
落
排
水
等
の
汚
水
処
理
事
業
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ら
の
各
事
業
の
計
画
的
な
整
備
の
進
展
を
図
る
中
で
、
事
業
間
の
進
度
調
整
が
必
要
と
な
っ
た
箇
所
に
つ
い
て
、
国
土
総

合
開
発
事
業
調
整
費
に
「
類
似
事
業
調
整
費
」
と
い
う
新
た
な
事
業
を
創
設
し
、
同
調
整
費
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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「
報
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項

平
成
8
年
度
予
算
に
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る
措
置
状
況

◯
　
複
数
省
庁
タ
イ
ア
ッ
プ
事
業
の
例

　
1
．
福
祉
等
と
の
連
携

　
　
・
　
シ
ル
バ
ー
・
ハ
ウ
ジ
ン
グ
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
　
・
　
い
き
い
き
ふ
れ
あ
い
公
園
整
備
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
　
・
　
海
辺
の
健
康
拠
点
づ
く
り
事
業
  

 厚
生
省
、
建
設
省

　
2
．
経
済
発
展
基
盤
の
整
備

　
　
・
　
FA
Z活
用
事
業
  

 通
産
省
、
運
輸
省

　
　
・
　
21
世
紀
活
力
圏
創
造
事
業
  

 通
産
省
、
建
設
省

　
3
．
自
然
環
境
へ
の
配
慮

　
　
・
　
海
と
緑
の
環
境
整
備
対
策
事
業
  

 農
水
省
、
運
輸
省
、
建
設
省

　
4
．
類
似
事
業
間
の
調
整

　
　
・
　
汚
水
処
理
施
設
共
同
整
備
事
業
  

 厚
生
省
、
農
水
省
、
建
設
省

　
5
．
そ
の
他

　
　
・
　
駅
前
歩
行
者
快
適
化
事
業
  

 運
輸
省
、
建
設
省



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

5
．
政
府
開
発
援
助

◯
 　
既
に
国
際
的
に
見
て
極
め
て
高
い
水
準
に
達
し
て
い
る

O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
財
政
状
況
と
国
内
の

経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
国
内
向
け
諸
経
費
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

重
視
し
、
一
層
の
伸
率
圧
縮
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

1
 ．
一
般
会
計
O
D
A
予
算
に
つ
い
て
は
、
引
続
き
O
D
A
の
国
際
貢
献
の
柱
と
し
て
の
重
要
性
に
は
配
慮
し
つ
つ
、
深
刻
な
財
政
事
情
の
下
、

厳
し
い
社
会
経
済
情
勢
を
踏
ま
え
、
伸
率
に
つ
い
て
は
圧
縮
す
る
こ
と
と
し
、
3
年
連
続
し
て
史
上
最
低
の
伸
率
と
な
る
11
,45
2億
円

（
伸
率
3.5
％
）
を
計
上
。

年
　
度

2
3

4
5

6
7

8
伸
　
率

8.2
8.0

7.8
6.5

4.8
4.0

3.5

◯
 　
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
環
境
へ
の
配
慮
、
女
性
の
役
割
の

重
視
等
新
し
い
側
面
へ
の
配
慮
に
加
え
、
事
前
調
査
・
事
後

評
価
を
含
め
た
援
助
体
制
の
充
実
を
通
じ
た
き
め
細
か
く
真

に
効
率
的
な
援
助
の
実
施
を
目
指
す
べ
き
。
ま
た
、
援
助
を

実
施
す
る
人
材
の
育
成
や
技
術
協
力
等
の
充
実
に
よ
り
、
我

が
国
の
顔
が
見
え
る
援
助
の
実
施
に
留
意
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

2
 ．
総
額
の
伸
び
は
抑
制
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
援
助
の
質
の
向
上
に
資
す
る
施
策
へ
の
重
点
配
分
を
行
い
、
真
に
効
率
的
な
援
助
を
目

指
す
。

⑴
　
女
性
の
役
割
重
視
、
人
口
、
エ
イ
ズ
、
環
境
な
ど
新
し
い
側
面
へ
の
十
分
な
対
応
。

〔
7
年
度
〕

〔
8
年
度
〕

・
女
性
の
役
割
（
W
ID
）
重
視

　
　
U
N
D
P「
W
ID
」
信
託
基
金
拠
出
金

1.0
百
万
ドﾙ

⇒
2.0
百
万
ドﾙ
（
 
10
0.0
％
増
）

・
国
際
協
力
事
業
団
（
JI
CA
）
に
よ
る
人
口
・
エ
イ
ズ
対
策

2.4
億
円
　

⇒
3.9
億
円
　
（
 
66
.6％
増
）

・
環
境
、
人
権
そ
の
他

　
　
日
米
コ
モ
ン
ア
ジ
ェ
ン
ダ

―
⇒

76
.3百
万
円
（
 
新
　
規
　
）

　
　
国
連
等
女
性
関
係
拠
出
金

2.1
百
万
ドﾙ

⇒
4.1
百
万
ドﾙ
（
 
96
.2％
増
）

　
　
国
連
薬
物
統
制
計
画
拠
出
金

6.0
百
万
ドﾙ

⇒
6.7
百
万
ドﾙ
（
 
11
.7％
増
）

⑵
　
効
率
的
・
効
果
的
な
援
助
の
実
施
に
向
け
て
の
取
組
み
の
強
化
。

・
事
前
調
査
等
の
拡
充

　
　
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査

74
件
　

⇒
82
件
　
（
 

8
件
増
）

　
　
開
発
調
査
に
お
け
る
環
境
及
び
W
ID
配
慮
団
員
 

環
境
　

18
4人
　

⇒
21
2人
　
（
 

28
人
増
）

 
W
ID

12
人
　

⇒
32
人
　
（
 

20
人
増
）

・
事
後
評
価
の
充
実

5.
5億
円

⇒
6.
4億
円
（
 
15
.7％
増
）

⑶
 　
援
助
担
当
者
の
人
材
育
成
を
図
る
と
と
も
に
、
開
発
途
上
国
の
「
人
造
り
」
を
支
援
す
る
た
め
に
、
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
る
技
術
協

力
や
国
費
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
を
拡
充
。

・
国
際
開
発
高
等
教
育
機
構
（
FA
SI
D
）
委
託
費

7. 　
1億
円

⇒
7.　
5億
円

（
 

5.3
％
増
）

・
研
修
員
受
入
れ

7,3
90
人
　

⇒
7,6
40
人
　

（
 
25
0人
増
）

・
青
年
海
外
協
力
隊
新
規
派
遣

1,1
90
人
　

⇒
1,2
70
人
　

（
 

80
人
増
）

・
青
年
招
へ
い

1,5
60
人
　

⇒
1,5
70
人
　

（
 

10
人
増
）

・
国
費
外
国
人
留
学
生
新
規
受
入
れ

3,9
45
人
　

⇒
4,1
95
人
　

（
 
25
0人
増
）
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予
算
に
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る
措
置
状
況

⑷
 　
こ
の
他
、
途
上
国
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
き
め
細
か
な
援
助
を
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
N
GO
と
の
連
携
を
更
に
強
化
す
る
こ
と
と
し
、

N
GO
補
助
金
を
大
幅
に
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
草
の
根
レ
ベ
ル
で
き
め
細
か
な
支
援
が
で
き
る
「
草
の
根
無
償
」
を
大
幅
増
。

　
 　
ま
た
、
流
動
的
な
国
際
情
勢
に
機
動
的
に
対
応
す
る
た
め
、
復
興
開
発
支
援
分
を
含
め
緊
急
無
償
を
大
幅
に
増
額
。

・
N
GO
事
業
補
助
金

7.6
億
円

⇒
10
.0億
円
（
 
31
.6％
増
）

・
草
の
根
無
償

30
.0億
円

⇒
45
.0億
円
（
 
50
.0％
増
）

・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
形
成
調
査
に
お
け
る
N
GO
配
慮
団
員

―
⇒

4
人

（
 
新
　
規
　
）

・
緊
急
無
償

64
.0億
円

⇒
92
.0億
円
（
 
43
.8％
増
）

　
う
ち
　
復
興
開
発
支
援
分

―
⇒

15
.0億
円
（
 
新
　
規
　
）

　
　
　
　
民
主
化
支
援
分

3.0
億
円

⇒
6.0
億
円
（
 
10
0.0
％
増
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

6
．
農
業

◯
 　（
新
食
糧
法
等
）
新
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
政
府

の
役
割
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
生
産
者
や
地
域
の
自
主
的
・

主
体
的
な
生
産
調
整
へ
の
取
組
み
を
推
進
し
つ
つ
、
市
場
原

理
を
通
じ
た
需
給
調
整
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
よ
う
適
切
な
運

営
に
努
め
て
い
く
必
要
。
ま
た
、
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価

格
の
安
定
に
係
る
財
政
負
担
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な

観
点
か
ら
引
き
続
き
一
層
の
効
率
化
を
図
っ
て
い
く
必
要
。

　
①
　
米
麦
価

　
 　
今
後
の
米
麦
価
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
需
給
の
動
向
を
適

切
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、
内
外
価
格
差
の
縮

小
を
図
る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の
縮
減
と
あ
わ
せ
て
、

コ
ス
ト
逆
ざ
や
の
縮
小
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く
必
要
。

　
 　
特
に
政
府
買
入
米
価
に
つ
い
て
は
、
新
制
度
が
市
場
原
理

の
活
用
を
旨
と
し
、
政
府
米
が
備
蓄
米
と
し
て
運
営
さ
れ
る

こ
と
等
を
踏
ま
え
、
自
主
流
通
米
の
価
格
動
向
等
が
適
切
に

反
映
さ
れ
る
よ
う
な
客
観
的
な
算
定
方
式
に
基
づ
く
適
正
な

米
価
決
定
が
行
わ
れ
る
べ
き
。

　
②
　
計
画
流
通
制
度

　
 　
新
制
度
で
は
、
政
府
に
よ
る
米
の
全
量
管
理
は
廃
止
さ
れ
、

自
主
流
通
米
を
主
体
と
し
た
計
画
流
通
制
度
が
導
入
さ
れ
る

が
、
今
後
は
、
米
の
流
通
に
お
け
る
市
場
原
理
の
尊
重
が
よ

り
一
層
重
要
。

　
 　
従
来
の
自
主
流
通
米
に
係
る
助
成
制
度
に
替
わ
る
計
画
流

通
制
度
に
係
る
財
政
負
担
の
検
討
に
際
し
て
は
、
新
制
度
の

趣
旨
を
十
分
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
従
来
の
自
主
流
通
米
に

係
る
助
成
が
食
管
赤
字
の
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
勘
案
し
、
全
体
と
し
て
財
政
負
担
の
圧
縮
が
図
ら
れ
る
よ

う
検
討
さ
れ
る
べ
き
。

◯
　
主
要
食
糧
関
係
費

　
①
　
食
糧
管
理
特
別
会
計
繰
入

　
 　
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
に
つ
い
て
は
、
本
年
11
月
に
施
行
さ
れ
た
「
主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ

き
、
米
麦
に
関
す
る
適
切
な
需
給
管
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
と
と
も
に
、
政
府
管
理
経
費
の
見
直
し
等
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
き
る
限
り
の
節
減
を
図
る
。

　
 　
な
お
、
平
成
8
年
2
月
か
ら
小
麦
の
政
府
売
渡
価
格
を
平
均
▲
2.1
％
引
き
下
げ
る
。

　
平
成
7
年
度
（
当
初
）

　
平
成
8
年
度

調
整
勘
定
繰
入

　
1,8
30
億
円

⇒
　
1,7
70
億
円
（
3.3
％
減
）

　（
注
1
 ）
8
年
産
米
の
政
府
買
入
価
格
に
つ
い
て
は
、
7
年
産
米
と
同
水
準
と
し
て
い
る
が
、
新
食
糧
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
自
主
流
通

米
の
価
格
動
向
を
反
映
さ
せ
る
客
観
的
か
つ
透
明
性
の
高
い
算
定
方
式
を
確
立
。

　（
注
2
 ）
自
主
流
通
米
、
民
間
備
蓄
・
調
整
保
管
に
対
す
る
助
成
を
柱
と
す
る
「
計
画
流
通
推
進
総
合
対
策
」
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い

る
が
、
従
来
の
制
度
下
に
お
け
る
各
種
助
成
措
置
の
廃
止
等
に
よ
り
、
財
政
負
担
を
圧
縮
。

　
②
　
新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

　
 　
近
年
の
豊
作
に
よ
る
米
需
給
の
緩
和
状
況
に
か
ん
が
み
、
平
成
8
年
度
に
お
け
る
新
生
産
調
整
推
進
対
策
（
8
年
度
～
10
年
度
）
に
お

い
て
は
、
と
も
補
償
を
活
用
し
た
生
産
者
の
主
体
的
取
組
み
を
重
視
し
つ
つ
、
生
産
調
整
目
標
面
積
78
7千
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
実
施
す
る
。

新
生
産
調
整
推
進
対
策
費

89
3億
円

⇒
93
5億
円
（
4.7
％
増
）

　（
注
3
 ）
主
要
食
糧
関
係
費
2,7
05
億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
56
’：
9,9
48
億
円
）
の
約
4
分
の
1
。
ま
た
、
食
管
特
会
調
整
勘
定
繰
入
1,7
70

億
円
は
、
ピ
ー
ク
時
（
51
’：
7,6
90
億
円
）
の
約
4
分
の
1
。
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平成 8年度　　541
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

7
．
運
輸

⑴
 　
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
債
務
の
処
理

◯
 　
最
終
的
に
国
に
お
い
て
処
理
す
べ
き
債
務
が
巨
額
に
上
る

と
見
込
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
問
題
の
重
要
性
に
つ
き

広
く
国
民
の
理
解
を
求
め
る
べ
き
。
土
地
を
巡
る
環
境
の
変

化
を
踏
ま
え
、
引
き
続
き
種
々
の
工
夫
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

土
地
売
却
収
入
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
と
と
も
に
、

JR
株
式
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
計
画
的
な
売
却
に
努

め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
長
期
債
務
の
償
還
促
進
を
図
る
べ
き
。

◯
 　
平
成
8
年
度
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
採
ら
れ
て
き
た
種
々
の
土
地
売
却
促
進
策
を
活
用
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
土
地
売
却
収
入
を
確

保
す
る
と
と
も
に
JR
株
式
の
早
期
売
却
に
最
大
限
努
力
す
る
な
ど
資
産
処
分
を
進
め
、
長
期
債
務
の
償
還
促
進
に
努
め
る
。

（
参
考
）
国
鉄
清
算
事
業
団
の
長
期
債
務
の
見
込
み

平
成
7
年
度
首

平
成
8
年
度
首

平
成
9
年
度
首

26
.9兆
円

27
.1兆
円

27
.0兆
円

（
平
成
7
年
度
）

（
見
込
み
）

（
平
成
8
年
度
）

（
見
込
み
）

発
生
金
利
等

1.4
兆
円

発
生
金
利
等

1.3
兆
円

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

△
1.2
兆
円

資
産
処
分
収
入
に
よ
る
債
務
減

△
1.4
兆
円

　
　
・
土
地
処
分
収
入

（
 
10
,20
0億
円
）

　
　
・
土
地
処
分
収
入

（
 
9,7
00
億
円
）

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

（
 

0
億
円
）

　
　
・
JR
株
式
売
却
収
入

（
 
3,2
00
億
円
）

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

（
 
1,0
07
億
円
）

　
　
・
鉄
道
整
備
基
金
収
入

（
 

80
0億
円
）

　
　
・
補
助
金

（
 

63
5億
円
）

　
　
・
補
助
金

（
 

53
6億
円
）

　
　
・
そ
の
他
収
入

（
 

31
7億
円
）

　
　
・
そ
の
他
収
入

（
 

28
3億
円
）



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑵
　
整
備
新
幹
線
問
題

◯
 　
国
鉄
改
革
、
行
政
改
革
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
第
二
の
国
鉄

を
つ
く
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
着
工
区
間
、
規
格
、
財

源
、
収
支
採
算
性
、
並
行
在
来
線
の
取
扱
い
等
の
諸
問
題
に

つ
い
て
十
分
な
検
討
を
行
っ
た
上
で
定
め
ら
れ
た
基
本
的
枠

組
み
を
堅
持
し
、
そ
の
枠
内
で
処
理
す
べ
き
。

◯
 　
未
着
工
区
間
に
つ
い
て
は
、
平
成
6
年
12
月
19
日
の
関
係

大
臣
申
合
せ
に
お
い
て
「
3
線
5
区
間
以
外
の
区
間
の
整
備

の
た
め
の
新
し
い
ス
キ
ー
ム
を
引
き
続
き
検
討
し
、
平
成
8

年
中
に
そ
の
成
案
を
得
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
本
来
整
備
新
幹
線
の
建
設
に
つ
い
て
は
、
高
速
道
路
、

空
港
を
含
め
た
総
合
的
な
交
通
体
系
の
一
つ
と
し
て
検
討
さ

れ
る
べ
き
。

◯
　
既
に
着
工
し
て
い
る
3
線
5
区
間
に
限
定
し
て
建
設
を
着
実
に
推
進
。

　〔
参
考
〕

区
　
　
　
　
分

7
年
度
事
業
費

8
年
度
事
業
費

整 備 新 幹 線 建 設 事 業 費

〔
新
幹
線
建
設
事
業
費
〕

2,2
76
.0億
円

2,0
01
億
円

北
陸
新
幹
線
（
高
崎
・
長
野
）

2,0
00
.0億
円

1,3
44
億
円

東
北
新
幹
線
（
盛
岡
・
八
戸
）

10
2.0
億
円

24
3億
円

九
州
新
幹
線
（
八
代
・
西
鹿
児
島
）

91
.6億
円

21
8億
円

北
陸
新
幹
線
（
石
動
・
金
沢
）

58
.0億
円

13
8億
円

北
陸
新
幹
線
（
糸
魚
川
・
魚
津
）

24
.4億
円

58
億
円

整
備
新
幹
線
駅
整
備
調
整
事
業
費

 
10
 億
円

10
億
円

整
備
新
幹
線
建
設
推
進
準
備
事
業
費

 
30
 億
円

30
億
円

（
単
位
：
億
円
）

財
　
　
源
　
　
内
　
　
訳

国
67
7

公
共
事
業
関
係
費

30
5

基
金
交
付
金

37
2
　
72
4

JR
1,0
01

基
金
交
付
金

35
2

借
入
金

64
9
　
財
投

　
公
団
債

45
4
19
5

地
域

32
3
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平成 8年度　　543
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

8
．
地
方
財
政
・
補
助
金
等

◯
 　
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
委
員
会
の

「
国
と
地
方
の
関
係
等
に
関
す
る
答
申
」
等
を
踏
ま
え
、
国

と
同
様
に
歳
出
規
模
の
拡
大
を
厳
し
く
抑
制
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
。

◯
 　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
は
、

国
・
地
方
の
極
め
て
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
国
と
地
方
は

い
わ
ば
公
経
済
の
車
の
両
輪
と
し
て
共
通
の
行
政
目
的
の
実

現
を
分
担
し
責
任
を
分
か
ち
合
う
関
係
に
あ
り
、
国
と
地
方

が
調
和
の
と
れ
た
財
源
確
保
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

の
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
処
し
て
い
く
必
要
。

◯
 　
地
方
財
政
に
つ
い
て
は
、
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
答
申
等
の
趣
旨
に
従
い
、
国
と
同
様
、
極
力
、
経
費
の
節
減
合
理
化
に
努
め
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

　【
歳
出
】

　
・
　
歳
出
総
額

　
　
　
　
　
約
85
兆
2,8
00
億
円
程
度
 

対
前
年
度
 3
.4％
の
増

　
　
　
　
　（
公
債
費
を
除
い
た
ベ
ー
ス
 
対
前
年
度
 2
.1％
の
増
）

◯
 　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
を
講
ず
る
前
の
段
階
の
地
方
財
政
収
支
見
通
し
は
、
減
税
分
で
2
兆
8,7
45
億
円
、
減
税
分
を
除
い
た
通
常

収
支
分
で
5
兆
7,5
33
億
円
の
財
源
不
足
。

◯
　
8
年
度
の
地
方
財
政
対
策
で
は
、
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
1
．
減
税
の
影
響
分
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
⑴
　
所
得
税
減
税
に
よ
る
地
方
交
付
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
交
付
税
特
会
借
入
金
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
　
⑵
　
住
民
税
減
税
に
よ
る
住
民
税
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
減
税
補
て
ん
債
の
発
行
に
よ
り
全
額
補
て
ん
。

　
2
．
通
常
収
支
の
財
源
不
足
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
措
置
に
よ
り
全
額
を
補
て
ん
。

　
　
⑴
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
3
兆
7,2
33
億
円
）

　
　
　
①
　
一
般
会
計
加
算
（
法
定
加
算
 4
,13
8億
円
、
臨
時
特
例
加
算
 4
,25
3億
円
、
計
 8
,39
1億
円
）

　
　
　
②
　
特
会
借
入
金
の
償
還
計
画
の
変
更
（
4,2
65
億
円
）

　
　
　
③
　
新
規
の
特
会
借
入
金
（
2
兆
4,5
77
億
円
）

　
　
⑵
　
建
設
地
方
債
（
財
源
対
策
債
）
の
増
発
（
2
兆
30
0億
円
）

　（
注
）

　
　
・
　
地
方
交
付
税
の
増
額
措
置
（
3
兆
7,2
33
億
円
）

法
定
加
算

 
4,1
38
億
円

1
兆
8,6
16
.5億
円

臨
時
特
例
加
算

 
4,2
53
億
円

特
会
借
入
金

2
兆
8,8
42
億
円

　
う
ち
　
後
年
度
法
定
加
算

1
兆
 2
25
.5億
円

　
　
　
　
除
く
後
年
度
法
定
加
算

1
兆
8,6
16
.5億
円

1
兆
8,6
16
.5億
円

◯
　
こ
の
結
果
、
特
会
出
口
ベ
ー
ス
の
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
16
兆
8,4
10
億
円
と
な
る
。



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

【
参
　
考
】
8
年
度
の
地
方
交
付
税
交
付
金

（
8
年
度
）

（
7
年
度
）

法
定
率
分

12
兆
8,8
66
億
円

13
兆
6,1
41
億
円

過
年
度
精
算
額

▲
 

1,2
18
億
円

▲
 

5,7
97
億
円

法
定
加
算
分

4,1
38
億
円

1,8
10
億
円

臨
時
特
例
加
算
分

4,2
53
億
円

―

一
般
会
計
ベ
ー
ス

13
兆
6,0
38
億
円
（
＋
2.9
％
）

13
兆
2,1
54
億
円
（
＋
3.6
％
）

特
会
借
入
金
等
利
子
等

▲
 

4,5
25
億
円

▲
 

4,0
24
億
円

特
会
借
入
金

3
兆
6,8
97
億
円

3
兆
3,3
99
億
円

特
会
出
口
ベ
ー
ス

16
兆
8,4
10
億
円
（
＋
4.3
％
）

16
兆
1,5
29
億
円
（
＋
4.2
％
）

（
注
）
上
記
の
計
数
は
、
精
査
の
結
果
、
異
動
す
る
こ
と
が
あ
る
。
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平成 8年度　　545
「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、

財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
不
断
の
見
直
し
が

必
要
。

◯
 　
既
存
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
上
記
の
答
申
等
で
示
さ

れ
た
視
点
に
基
づ
き
、
一
層
徹
底
し
た
見
直
し
を
行
い
、
廃

止
、
一
般
財
源
化
、
補
助
対
象
の
重
点
化
等
の
整
理
合
理
化

を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
。
特
に
、
零
細
な
補
助
金
に
つ
い

て
は
、
零
細
補
助
基
準
を
適
切
な
水
準
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
に
よ
り
廃
止
、
統
合
等
を
進
め
て
い
く
べ
き
。
補
助
金
等

の
新
設
に
つ
い
て
は
極
力
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
真
に
や
む

を
得
な
い
場
合
に
も
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
原

則
の
徹
底
を
図
る
こ
と
が
必
要
。

◯
 　
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
地
方
行
政
の
自
主
性
の
尊
重
、
財
政
資
金
の
効
率
的
使
用
の
観
点
か
ら
、
累
次
の
臨
調
・
行
革
審
答
申
等
を

踏
ま
え
、
そ
の
整
理
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

⑴
　
一
般
財
源
化

　
 　
地
域
の
主
体
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
性
に
委
ね
る
べ
き
も
の
に
あ
っ
て
は
一
般
財
源
化
を
推
進
す
べ
き
で
あ

る
と
の
行
革
審
答
申
等
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
・
事
業
と
し
て
同
化
、
定
着
し
て
い
る
も
の
等
に
つ
い
て
、
一
般
財
源
化
を

図
る
。

　
◯
　
在
宅
福
祉
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
都
道
府
県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー
運
営
事
業
費
等
（
▲
9
億
円
）

　
◯
　
児
童
保
護
費
等
補
助
金
：
市
町
村
母
子
保
健
事
業
費
等
の
う
ち
母
子
保
健
相
談
指
導
事
業
（
▲
9
億
円
）

　
◯
　
身
体
障
害
者
福
祉
費
補
助
金
の
う
ち
「
障
害
者
の
明
る
い
暮
ら
し
」
促
進
事
業
費
の
一
部
（
▲
6
億
円
）

　
◯
　
保
険
事
業
費
等
負
担
金
：
健
康
診
査
費
の
う
ち
健
康
診
査
実
施
連
絡
等
費
の
一
部
（
▲
1
億
円
）

　
◯
　
精
神
保
健
対
策
費
等
補
助
金
：
精
神
医
療
適
正
化
対
策
費
補
助
金
の
う
ち
指
定
病
院
等
指
導
監
査
費
等
（
▲
1
億
円
）

　
◯
　
社
会
教
育
指
導
事
業
交
付
金
（
▲
7.5
億
円
）

　
◯
　
学
校
教
育
設
備
整
備
費
等
補
助
金
の
う
ち
教
育
近
代
化
設
備
（
高
校
分
）（
▲
1
億
円
）　
等

【
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
施
設
の
自
主
的
な
整
備
】

　
◯
　
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
（
▲
6
億
円
）

　
◯
　
公
立
社
会
教
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
公
立
文
化
施
設
（
▲
1.5
億
円
）

　
◯
　
社
会
体
育
施
設
整
備
費
補
助
金
の
う
ち
特
別
体
育
施
設
等
（
▲
1
億
円
）　
等

⑵
　
補
助
対
象
の
重
点
化
等

　〔
事
務
費
率
の
見
直
し
〕

　
 　
補
助
金
等
の
事
務
費
上
限
額
（
率
）
を
公
共
事
業
関
係
補
助
金
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
10
％
、
非
公
共
事
業
補
助
金
に
つ
い
て
は
原

則
と
し
て
5
％
引
下
げ

　〔
補
助
対
象
範
囲
の
見
直
し
〕

　
◯
　
児
童
生
徒
健
康
増
進
特
別
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
自
然
教
室
推
進
事
業
（
県
分
）
に
対
す
る
補
助
を
廃
止
（
▲
1
億
円
）　
等

　〔
採
択
基
準
の
引
き
上
げ
〕

（
例
）・
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
費
補
助

6,0
00
万
円

→
7,0
00
万
円

　
　
・
農
村
環
境
保
全
対
策
事
業
費
補
助

1
億
円

→
2
億
円



「
報
告
」
に
お
け
る
指
摘
事
項

平
成
8
年
度
予
算
に
お
け
る
措
置
状
況

⑶
　
零
細
補
助
基
準
の
引
上
げ

　
 　
零
細
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
3,5
00
万
円
で
あ
る
都
道
府
県
等
向
け
の
基
準
額
を
5,0
00
万
円
に
、
現
行
35
0万
円
で
あ
る
市
町
村
向

け
の
基
準
額
を
50
0万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
、
着
実
に
そ
の
整
理
を
図
る
。

（
零
細
補
助
基
準
の
推
移
）

交
付
先

58
～
60

61
～
63

元
～
3

4、
5

6
7

8

都
道
府
県
等

1,0
00

1,5
00

2,0
00

2,5
00

3,0
00

3,5
00

5,0
00

市
町
村

10
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

50
0

⑷
　
交
付
金
化

　
◯
　
青
少
年
育
成
非
行
防
止
推
進
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
地
方
事
業
分
に
つ
い
て
交
付
金
化
す
る
。

⑸
　
統
合
・
メ
ニ
ュ
ー
化

　
◯
　
学
校
教
育
設
備
費
等
補
助
金
－
理
科
教
育
等
設
備
整
備
費
（
理
科
教
育
設
備
）：
理
科
設
備
と
算
数
・
数
学
設
備
を
統
合

　
◯
　
公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
：
第
一
種
公
営
住
宅
建
設
費
補
助
と
第
二
種
公
営
住
宅
建
設
費
補
助
を
統
合

⑹
　
そ
の
他
の
補
助
制
度
の
見
直
し
等

　
◯
　
公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
（
再
掲
）

　
　
　
 公
営
住
宅
建
設
費
等
補
助
の
第
一
種
と
第
二
種
の
区
別
を
廃
止
し
、
現
行
第
一
種

　1
/2
、
第
二
種

　2
/3

　の
補
助
率
を

　1
/2

　に
 

 
一
本
化

　
◯
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
等

　
　
〔
機
械
の
一
部
を
補
助
対
象
か
ら
除
外
し
、
融
資
化
〕

　
◯
　
農
業
構
造
改
善
事
業
費
補
助
金
の
う
ち
農
業
経
営
基
盤
強
化
支
援
対
策
事
業
費

　
　
〔
融
資
重
点
型
を
創
設
し
、
補
助
対
象
事
業
費
を
圧
縮
〕

　
◯
　
土
地
改
良
施
設
管
理
費
補
助

　
　
〔
新
た
に
採
択
さ
れ
る
施
設
に
つ
い
て
、
現
行

　4
/1
0の
補
助
率
を

　1
/3

　へ
引
下
げ
〕

（
出
所
 ）
財
政
制
度
審
議
会
総
会
（
第
7
回
）　
平
成
8
年
1
月
17
日
配
付
資
料
（
2）
（
財
政
制
度
審
議
会
「
平
成
7
年
度
　
財
政
制
度
審
議
会
資
料
集
　
総
会
・
企
画
部
会
・
法
制
部
会
・
財
政
計
画
等
特
別
部
会
編
」

35
8-
37
6ペ
ー
ジ
）。
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8-149　 平成 8 年度予算の編成に関する建議
（抄）

平成 7年12月18日
Ⅰ．財政の基本的課題

〔中略〕
2．特例公債の発行について
⑴　 8年度における歳入と歳出のギャッ
プは、昨年度の財政の中期展望で示さ
れた建設公債の減額を断念するとして
も、極めて大きくなっており、また、
財源措置としての特例的措置も、国債
整理基金特別会計の資金が不足するな
ど、限界に突き当たりつつある。この
ため、 8年度予算においては、元年度
予算以来 7年振りに、当初予算段階か
ら償還財源の手当てについて目処のな
い特例公債を発行せざるを得ない状況
に至っている。
⑵　当審議会は、特例公債の発行につい
ては、これまで、歳出は経常的な収入
で賄うという財政法の基本原則に著し
く反し、かつ後世代に資産を残さず負
担だけを残すことになり、世代間の公
平という観点からも問題があること等
を指摘しつつ、その発行は厳に回避す
べきとの方針を繰り返し述べてきたと
ころであり、今般、当初予算段階から
特例公債を発行せざるを得ない事態と
なることについては、埋めようもない
歳入と歳出のギャップの存在を勘案す
ればやむを得ないこととは言え、誠に
遺憾である。

〔中略〕
Ⅱ．平成 8年度予算編成に当たっての考え方

〔中略〕
3．特例的歳出削減措置等について
⑴　これまでの予算編成で、歳入歳出両
面であらゆる努力を行う過程において、
とりわけ特例公債の発行を回避するた
め、いわゆる特例的歳出削減措置等が
行われてきた。これらは極めて厳しい
財政事情を踏まえやむを得ざる措置と
して行われてきたものであるが、他方、
こうした措置を多用することにより、
財政の実態が分かりにくくなってきて
いるのではないかとの批判もある。

  我が国財政が特例公債を発行せざる
を得ない危機的状況に直面している現
在、その厳しい現状を直截に国民に開
示していくためにも、これらの措置に
ついては、この際、改めて見直しを
行っていくべきであると考える。その
見直しに当たっては、それぞれの事業
の運営に支障が生じないかはもちろん、
個々の措置に則してその制度・施策の
あり方に立ち返り、どこまでこうした
臨時緊急の措置をとり得るかについて、
今まで以上に慎重に検討した上で、ぎ
りぎりやむを得ないものに止めていく
べきものと考える。

⑵　平成 5年度から 7年度においては、
日本電信電話株式会社の株式売却収入
を活用するという国債整理基金の資金
繰りの方策を採ることにより、国債費
の定率繰入れを停止してきたところで
あるが、上記の趣旨も踏まえ、仮にこ
れを停止した場合には、国債整理基金
の運営に支障が生ずることとなる 8年
度予算においては、国債整理基金特別
会計法に基づき、国債費の定率繰入れ
を実施することが適当と考える。

〔以下略〕
（出所 ）「平成 8年度予算の編成に関する建議　

平成 7 年12月18日　財政制度審議会」
（財務省図書館所蔵）。
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